
（　16　）

地域と税の架け橋
公益社団法人公益社団法人　　小石川法人会小石川法人会

令和 ７年令和 ７年　春号　春号

http://www.koishikawa-houjinkai.or.jp/http://www.koishikawa-houjinkai.or.jp/

小石川法人会 検索

小石川法人会 検索
簸川神社（文京区千石）簸川神社（文京区千石）

品名

4c下版
法人こいしかわ令和7年春号（309号）

製版寸法

ミリ

天地 297
210左右

作成

C7
FLY色

数 4

営元

U80001D
4出校

回数 C M Y K



（　2　）（　3　）

◇ 

目　

次 

◇

小石川法人会・ホームページ  http://www.koishikawa-houjinkai.or.jp/・E メール  info@koishikawa-houjinkai.or.jp

○
第
14
回
通
常
総
会
等
事
前
ご
案
内
…
２

○
令
和
7
年
度
各
種
研
修
・ 

　

講
習
会
開
催
の
ご
案
内
……
…
…
…
3

○
税
制
改
正
大
綱
…
…
…
…
…
…
…
…
４

○
第
１
・
２
支
部
合
同
税
務
研
修
会
……
6

○
消
費
税
期
限
内
納
付
…
…
…
…
…
…
6

○
女
性
部
会
の
ペ
ー
ジ
…
…
…
…
…
…
7

○
小
石
川
税
務
署
だ
よ
り
…
…
…
…
…
8

○
都
税
事
務
所
だ
よ
り
…
…
…
…
…
…
9

○
健
康
だ
よ
り
…
…
…
…
…
…
…
…
…
10

○
税
理
士
無
料
相
談
…
…
…
…
…
…
…
11

○
ダ
イ
レ
ク
ト
納
付
（
ｅ
︲
ｔ
ａ
ｘ
）……
11

○
小
石
川
消
防
署
だ
よ
り
…
…
…
…
…
12

○
富
坂
警
察
署
だ
よ
り
…
…
…
…
…
…
13

○
コ
ラ
ム
（
東
法
連
）……
…
…
…
…
…
14

○
ス
パ
・
ラ
ク
ー
ア
価
格
改
定
の
ご
案
内
……
15

○
５
月
・
６
月
・
７
月
の
行
事
予
定
…
15

○
編
集
後
記
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
15

○
青
年
部
会
の
ペ
ー
ジ
…
…
…
…
…
…
16

○
確
定
申
告
広
報
活
動
…
…
…
…
…
…
16

会　員　各　位
公益社団法人小石川法人会

会  長 　清水　和雄

第１４回通常総会及び情報交換会
事前のご案内とお願いについて

日　時　　令和 ７年 ６月１７日（火）１７時００分より
　　　　　【第一部】　第１４回通常総会　　１７時００分より
　　　　　【第二部】　情報交換会　　　　１８時００分より
場　所　　東京ドームホテル　　地下 １階　シンシア
　　　　　　文京区後楽 １ － ３ －６１　　℡ ５８０５－２１２１
会　費　　情報交換会ご出席の方はお一人　１２,０００円

　法律に定められた正式な「総会招集通知」については、５ 月 ７ 日（水）に開催される理事会後に、
通常総会参考書類と同封して発送いたしますので、必要事項をご記入いただき、ご返送をお願い
申し上げます。
　また、やむを得ない理由により総会にご欠席される会員の方は、他の会員を代理人として議決
権を委任することができます。委任状の提出につきましては、会員の皆様のご協力を何卒よろし
くお願い申し上げます。
※開催を変更する場合がございます。
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◆
納
税
で
　
国
民
み
ん
な
ワ
ン
チ
ー
ム
（
文
京
区
立
第
一
中
学
校
）

令和 ７ 年度各種相談・研修 ・ 講習会開催のご案内

税務・経営研修会の内容は、皆様から開催要望の多いものの中から選びました。いずれも有益なものばかりです。厳しい企業経営環境
の現在、企業会計と税務の正しい知識を身につけられ企業の健全な発展の一助になればとご案内申し上げます。

※上記テーマについては、改正の動向により変更する場合があります。
１．会　　場	 文京区民センター ２ A会議室（文京区本郷4-15-14　春日町交差点角）
２．時　　間	 毎回　　午後 2時～ 4時
３．受 講 料	 テキストともに無料
４．申 込 先	 公益社団法人小石川法人会　℡3816-4184

税 務 ・ 経 営 研 修 会

日々の業務のなかで、この問題について聞いてみたい、ちょっと相談してみたいと思うことはありませんか。小石川管内全法人を対象
に、東京税理士会小石川支部より税理士の先生を派遣していただき、下記の通り無料相談を開催しております。お気軽にご相談下さい。

１．会　　場	 公益社団法人小石川法人会事務局会議室
	 文京区後楽1-7-12 林友ビル ３階
２．時　　間	 毎回　午後 １時～ ３時
３．申 込 先	 予約制です。事前にお電話にてお申し込み下さい　℡3816-4184

担当税理士
2025年 2026年

４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ９ 月 １０月 １１月 １２月 ２ 月 ３ 月
11日 9 日 13日 11日 12日 10日 14日 12日 13日 13日

番家　匡弘 ○ ○ ○ ○ ○
吉田　　敦 ○ ○ ○ ○ ○

税 理 士 無 料 相 談

実務で役立つ経理・会計の基礎が習得できる全 ８回の初級簿記講習会です。簿記がまったく初めてという方でも安心して学習できます。
簿 記 （ 初 級 ） 講 習 会

１ ．講　　師	 東京税理士会小石川支部　税理士　吉田 敦先生
２．会　　場	 小石川法人会事務局会議室
３．受 講 料 	 会員（６,０００円）　一般（８,０００円）
４．定　　員	 ２０名（定員を超えた場合は、抽選となります）
５．申 込 先 	 公益社団法人小石川法人会　℡3816-4184

　　月　日（曜日） 時 間 割 等 　　月　日（曜日） 時 間 割 等
６月 ３日（火）
６月 ９日（月）
６月１８日（水）
６月２６日（木）

開講式

午後 １時３０分～ ４時３０分

７ 月 ２ 日（水）
７月 ７日（月）
７月１０日（木）
７月１４日（月）

午後 １時３０分～ ４時３０分

閉講式

開　催　日 研　 修 　内 　容 講　　　師

６ 月２０日（金） ○ 令和 ７ 年度 税制改正について 小石川税務署担当官

９ 月 ４ 日（木） ○ 源泉所得税あれこれ 税理士 山﨑 寛 先生

11月12日（水） ○ 令和 ７ 年分 年末調整について 〈年末調整説明会〉 小石川税務署担当官
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政
府
は
、令
和
６
年
12
月
27
日
に
令
和
７
年
度
税
制
改
正
大
綱
を
閣
議
決
定
し
ま
し
た
。

　
法
人
会
が
提
言
し
て
い
た
中
小
企
業
に
対
す
る
軽
減
税
率・投
資
促
進
税
制
な
ど
は
２
年
間
延
長
さ
れ
、

税
と
社
会
保
障
制
度
に
対
す
る
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
個
人
所
得
課
税
で
は
、基
礎
控
除・給
与
所
得
控
除
が

引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
で
、「
年
収
の
壁
」へ
の
対
応
が
始
ま
り
ま
し
た
。主
な
内
容
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
中
小
企
業
者
等
の
軽
減
税
率
の
延
長

　
中
小
企
業
者
等
の
法
人
税
の
軽
減
税

率
の
特
例
は
、次
の
見
直
し
を
行
っ
た
上
、

適
用
期
限
が
２
年
延
長
さ
れ
、令
和
9
年

3
月
31
日
ま
で
に
開
始
す
る
事
業
年
度
と

な
り
ま
す
。

①
所
得
の
金
額
が
年
10
億
円
を
超
え
る
事

業
年
度
に
つ
い
て
、所
得
の
金
額
の
う
ち

年
8
0
0
万
円
以
下
の
金
額
に
適
用
さ
れ

る
税
率
は
15
%
か
ら
17
％
に
引
き
上
げ
ら

れ
ま
す
。

②
適
用
対
象
法
人
の
範
囲
か
ら
通
算
法

人
は
除
外
さ
れ
ま
す
。

■
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
の
延
長

　
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
は
、
適
用

期
限
が
２
年
延
長
さ
れ
、
令
和
9
年
3

月
31
日
ま
で
に
開
始
す
る
事
業
年
度
ま

で
と
な
り
ま
す
。

■
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
の
延
長

　
中
小
企
業
者
等
が
特
定
経
営
力
向
上

設
備
等
を
取
得
し
た
場
合
の
特
別
償
却

又
は
税
額
控
除
制
度
は
、
一
定
の
措
置

を
講
じ
た
上
、
そ
の
適
用
期
限
が
２
年

延
長
さ
れ
令
和
9
年
3
月
31
日
ま
で
と

な
り
ま
す
。

■
企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
の
延
長

　
認
定
地
方
公
共
団
体
の
寄
附
活
用
事

業
に
関
連
す
る
寄
附
を
し
た
場
合
の
法

人
税
額
の
特
別
控
除
制
度
は
、
適
用
期

限
が
３
年
延
長
さ
れ
、
令
和
10
年
3
月

31
日
ま
で
の
特
定
寄
附
金
に
適
用
さ
れ

ま
す
。

■
リ
ー
ス
取
引
に
つ
い
て
の
取
扱
い

①
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
リ
ー
ス
取
引

に
よ
り
資
産
の
賃
借
を
行
っ
た
場
合
、

そ
の
取
引
の
契
約
に
基
づ
き
そ
の
法
人

が
支
払
う
金
額
は
、
そ
の
金
額
の
う
ち

債
務
の
確
定
し
た
部
分
は
、
そ
の
確
定

し
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
損
金
算

入
し
ま
す
。
会
計
基
準
と
は
異
な
る
取

扱
い
で
あ
る
た
め
、
別
表
に
よ
る
調
整

が
必
要
に
な
り
ま
す
。

②
リ
ー
ス
譲
渡
に
係
る
収
益
及
び
費
用

の
帰
属
事
業
年
度
の
特
例
は
、
廃
止
さ
れ

ま
す
。（
適
用
時
期
に
つ
い
て
は
大
綱
上

明
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
一
定
の
調
整

期
間
を
設
け
る
と
思
わ
れ
ま
す
。）

③
令
和
９
年
４
月
１
日
以
後
に
締
結
さ

れ
た
所
有
権
移
転
外
リ
ー
ス
取
引
の

リ
ー
ス
資
産
の
減
価
償
却
は
、
リ
ー
ス

期
間
定
額
法
の
計
算
で
残
価
保
証
額
を

控
除
し
な
い
こ
と
と
し
、
リ
ー
ス
期
間

経
過
時
点
に
１
円
に
達
す
る
ま
で
償
却

が
可
能
と
な
り
ま
す
。

■
防
衛
特
別
法
人
税
の
創
設

　
税
額
控
除
適
用
前
の
法
人
税
額
か
ら

基
礎
控
除
5
0
0
万
円
を
控
除
し
た
額

の
4
%
を
、防
衛
特
別
法
人
税
と
し
て
課

税
す
る
仕
組
み
が
創
設
さ
れ
ま
す
。令
和

8
年
4
月
1
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業

年
度
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

■
基
礎
控
除
の
引
上
げ

　
基
礎
控
除
は
、合
計
所
得
金
額
が
2
，

3
5
0
万
円
以
下
で
あ
る
個
人
の
控
除

額
を
10
万
円
引
き
上
げ
、58
万
円
に
な
り

ま
す
。所
得
に
応
じ
た
基
礎
控
除
は
次
の

と
お
り
で
す
。

■
給
与
所
得
控
除

　
給
与
所
得
控
除
は
、55
万
円
の
最
低
保
障

額
が
65
万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

■
特
定
親
族
特
別
控
除

　
居
住
者
が
生
計
を
一
に
す
る
年
齢
19

歳
以
上
23
歳
未
満
の
親
族
等
で
控
除
対

象
扶
養
親
族
に
該
当
し
な
い
も
の
を
有
す

る
場
合
に
、そ
の
居
住
者
の
そ
の
年
分
の

総
所
得
金
額
等
か
ら
次
の
と
お
り
の
控
除

額
が
控
除
さ
れ
ま
す
。

　
大
学
生
等
の
子
が
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て

い
る
場
合
、子
の
収
入
金
額
が
1
0
3
万

円
を
超
え
る
こ
と
で
、親
の
扶
養
親
族
か

ら
外
れ
、結
果
と
し
て
子
の
収
入
金
額
の

手
取
り
額
の
増
加
よ
り
、親
の
税
負
担
の

増
加
が
大
き
く
な
る
こ
と
を
是
正
す
る
こ

と
を
趣
旨
と
し
ま
す
。

■
同
一
生
計
配
偶
者
及
び
扶
養
親
族
の
合

　計
所
得
金
額
要
件
の
緩
和

　
同
一
生
計
配
偶
者
及
び
扶
養
親
族
の
合

計
所
得
要
件
が
48
万
円
以
下
か
ら
58
万
円

以
下
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。こ
れ
は
、基
礎

控
除
の
金
額
と
一
致
さ
せ
る
取
扱
い
で
す
。

■
ひ
と
り
親
の
生
計
を
一
に
す
る
子
の
総

　所
得
金
額
要
件
の
緩
和

　
ひ
と
り
親
の
生
計
を
一
に
す
る
子
の
総

所
得
金
額
等
の
合
計
額
の
要
件
が
48
万
円

以
下
か
ら
58
万
円
以
下
に
引
き
上
げ
ら
れ

ま
す
。

■
勤
労
学
生
の
合
計
所
得
金
額
要
件
の
緩
和

　
勤
労
学
生
の
合
計
所
得
金
額
要
件
が
75

万
円
以
下
か
ら
85
万
円
以
下
に
引
き
上
げ

ら
れ
ま
す
。

■
家
内
労
働
者
等
の
事
業
所
得
等
の
所
得

　計
算
の
特
例
の
最
低
保
障
額
の
緩
和

　
家
内
労
働
者
等
の
事
業
所
得
等
の
所
得

計
算
の
特
例
に
つ
い
て
、必
要
経
費
に
算
入

す
る
金
額
の
最
低
保
障
額
が
55
万
円
か
ら

65
万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。い
わ
ゆ
る

内
職
者
に
、給
与
所
得
控
除
と
同
額
の
控

除
を
認
め
る
制
度
で
あ
る
た
め
、給
与
所

得
控
除
と
一
致
さ
せ
る
趣
旨
で
す
。

※
前
記
の
各
改
正
は
、令
和
7
年
分
以
後

の
所
得
税
に
適
用
さ
れ
ま
す
。た
だ
し
、源

泉
徴
収
税
額
へ
の
影
響
は
令
和
8
年
1
月

1
日
以
後
支
払
う
給
与
等
及
び
公
的
年
金

等
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

■
個
人
住
民
税
の
改
正

　
所
得
税
の
改
正
に
合
わ
せ
て
個
人
住
民

税
に
、控
除
額
等
の
見
直
し
が
行
わ
れ
ま
す
。

令
和
8
年
度
分
以
後
の
個
人
住
民
税
に
つ

い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

■
生
命
保
険
料
控
除
の
見
直
し

　
新
生
命
保
険
料
に
係
る
一
般
生
命
保
険

料
控
除
に
つ
い
て
、居
住
者
が
年
齢
23
歳
未

満
の
扶
養
親
族
を
有
す
る
場
合
、令
和
８

年
分
の
一
般
生
命
保
険
料
控
除
の
最
大
控

除
額
を
現
在
の
4
万
円
か
ら
6
万
円
に
引

き
上
げ
ら
れ
ま
す
。た
だ
し
、
一
般
生
命

保
険
料
控
除
、介
護
医
療
保
険
料
控
除
及

び
個
人
年
金
保
険
料
控
除
の
合
計
適
用
限

度
額
は
従
来
通
り
12
万
円
と
な
り
ま
す
。

■
子
育
て
世
帯
向
け
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
の
改
正

　
引
き
下
げ
予
定
で
あ
っ
た
借
入
限
度
額

は
、特
例
対
象
個
人（
夫
婦
ど
ち
ら
か
が
40

歳
未
満
あ
る
い
は
19
歳
未
満
の
子
が
い
る
）

の
場
合
、取
得
し
た
省
エ
ネ
性
能
に
優
れ
た

長
期
優
良
住
宅
に
令
和
７
年
の
間
に
居
住

の
用
に
供
し
た
場
合
で
も
、住
宅
借
入
金
等

の
年
末
残
高
の
限
度
額
5
，0
0
0
万
は
維

持
さ
れ
ま
す
。

■
確
定
拠
出
年
金
制
度
等
の
改
正
に
合
わ
せ

　た
対
応

①
企
業
型
確
定
拠
出
年
金
制
度
の
マ
ッ
チ

ン
グ
拠
出
に
つ
い
て
、企
業
型
年
金
加
入
者

掛
金
の
額
は
事
業
主
掛
金
の
額
を
超
え
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
要
件
が
廃
止
さ

れ
ま
す
。ま
た
、拠
出
限
度
額
は
、確
定
給

付
企
業
年
金
制
度
に
加
入
し
て
い
な
い
者

は
月
額
6・2
万
円
、加
入
し
て
い
る
者
は

月
額
6・2
万
円
か
ら
確
定
給
付
企
業
年

金
ご
と
の
掛
金
相
当
額
を
控
除
し
た
額
、

に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

②
個
人
型
確
定
拠
出
年
金
制
度
は
、60
歳

以
上
70
歳
未
満
で
現
行
の
個
人
型
確
定
拠

出
年
金
に
加
入
で
き
な
い
者
の
う
ち
、個
人

型
確
定
拠
出
年
金
の
加
入
者・運
用
指
図

者
で
あ
っ
た
者
又
は
私
的
年
金
の
資
産
を

個
人
型
確
定
拠
出
年
金
に
移
換
で
き
る
者

で
あ
っ
て
、老
齢
基
礎
年
金
及
び
個
人
型
確

定
拠
出
年
金
の
老
齢
給
付
金
を
受
給
し
て

い
な
い
者
を
新
た
に
制
度
の
対
象
と
す
る

こ
と
と
し
、そ
の
拠
出
限
度
額
は
月
額
6・

2
万
円
と
な
り
ま
す
。拠
出
限
度
額
に
つ
い

て
は
、第
一
号
被
保
険
者
は
月
額
7・5
万

円
、企
業
年
金
加
入
者
は
月
額
6・2
万
円

か
ら
確
定
給
付
企
業
年
金
ご
と
の
掛
金
相

当
額
及
び
企
業
型
確
定
拠
出
年
金
の
掛
金

額
を
控
除
し
た
額
、企
業
年
金
に
未
加
入

の
者
は
月
額
6・2
万
円
と
な
り
ま
す
。

③
国
民
年
金
基
金
の
掛
金
額
の
上
限
は
、

月
額
7・5
万
円
と
な
り
ま
す
。

■
受
益
者
等
が
存
し
な
い
信
託
に
受
益
者
等

　が
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
場
合

　
受
益
者
等
の
存
し
な
い
信
託
で
あ
る
法

人
課
税
信
託
が
、受
益
者
等
が
存
す
る
こ

と
で
法
人
課
税
信
託
に
該
当
し
な
い
こ
と

と
な
っ
た
場
合
、そ
の
法
人
課
税
信
託
が
特

定
法
人
課
税
信
託
で
あ
る
と
き
は
、そ
の
信

託
財
産
に
属
す
る
特
定
株
式
は
、特
定
株

式
を
そ
の
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
時

に
お
け
る
価
額
に
よ
り
取
得
し
た
も
の
と

み
な
し
て
、そ
の
受
益
者
等
の
各
年
分
の
各

種
所
得
の
金
額
を
計
算
す
る
も
の
と
し
、特

定
株
式
の
そ
の
時
の
直
前
の
帳
簿
価
額
に

相
当
す
る
金
額
は
、受
益
者
等
の
そ
の
取

得
し
た
日
の
属
す
る
年
分
の
各
種
所
得
の

金
額
の
計
算
上
、総
収
入
金
額
に
算
入
し

な
い
こ
と
と
な
り
ま
す
。

■
退
職
所
得
の
源
泉
徴
収
票
の
提
出
義
務

　
退
職
手
当
等
の
支
払
を
す
る
者
は
、退

職
手
当
等
の
支
払
を
受
け
る
全
て
の
居
住

者
に
係
る
退
職
所
得
の
源
泉
徴
収
票
を
税

務
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
と
な
り
ま
す
。令
和
８
年
１
月
１
日
以
後

に
提
出
す
べ
き
退
職
所
得
の
源
泉
徴
収
票

に
つ
い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

■
結
婚・子
育
て
資
金
の
一
括
贈
与
制
度
の

　期
限
の
延
長

　
直
系
尊
属
か
ら
結
婚・子
育
て
資
金
の

一
括
贈
与
を
受
け
た
場
合
の
贈
与
税
の
非

課
税
措
置
の
適
用
期
限
が
２
年
延
長
さ
れ
、

令
和
9
年
3
月
31
日
ま
で
と
な
り
ま
す
。

■
事
業
承
継
税
制
の
改
正

事
業
承
継
税
制
で
は
、非
上
場
株
式
等
に

係
る
贈
与
税
の
納
税
猶
予
の
特
例
制
度
に

お
け
る
役
員
就
任
要
件
が
、「
役
員
と
し
て

贈
与
の
日
ま
で
3
年
以
上
継
続
し
て
い
る

こ
と
」か
ら「
贈
与
の
直
前
に
役
員
で
あ
る

こ
と
」に
緩
和
さ
れ
ま
す
。令
和
7
年
1
月

1
日
以
後
の
贈
与
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

　
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
に
規
定
す

る
先
端
設
備
等
導
入
計
画
に
基
づ
き
、中

小
事
業
者
等
が
取
得
す
る
生
産
性
向
上

や
賃
上
げ
に
資
す
る
一
定
の
機
械・装
置

等
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
の
特

例
措
置
は
、次
の
見
直
し
を
行
っ
た
上
、そ

の
適
用
期
限
が
２
年
延
長
さ
れ
ま
す
。

①
対
象
資
産
を
雇
用
者
給
与
等
支
給
額

の
引
上
げ
の
方
針
を
位
置
づ
け
た
同
計
画

に
基
づ
き
取
得
す
る
一
定
の
機
械・装
置

等
に
限
定
し
ま
す
。

②
当
該
機
械・装
置
等
に
係
る
課
税
標
準

は
、次
の
と
お
り
と
し
ま
す
。

■
輸
出
物
品
販
売
場
に
お
け
る
免
税
方
式
の

　見
直
し

①
輸
出
物
品
販
売
場
を
経
営
す
る
事
業

者
が
、免
税
購
入
対
象
者
に
対
し
て
免
税

対
象
物
品
を
譲
渡
し
た
場
合
、購
入
者
が

購
入
し
た
日
か
ら
90
日
以
内
に
出
港
地
の

税
関
長
に
よ
る
確
認
を
受
け
た
と
き
は
、

そ
の
確
認
を
し
た
旨
の
情
報
を
輸
出
物
品

販
売
場
を
経
営
す
る
事
業
者
に
お
い
て
保

存
す
る
こ
と
を
要
件
に
、そ
の
免
税
対
象

物
品
の
譲
渡
に
つ
い
て
、消
費
税
が
免
除

さ
れ
ま
す
。

②
免
税
購
入
対
象
者
は
、購
入
し
た
免
税

対
象
物
品
に
つ
い
て
、出
国
時
に
旅
券
等

を
提
示
し
て
税
関
長
の
確
認
を
受
け
、そ

の
確
認
を
受
け
た
免
税
対
象
物
品
を
国
外

に
持
ち
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と

さ
れ
ま
す
。

③
税
関
長
は
、輸
出
物
品
販
売
場
を
経
営

す
る
事
業
者
に
対
し
、購
入
記
録
情
報
ご

と
に
、国
税
庁
の
免
税
販
売
管
理
シ
ス
テ

ム
を
通
じ
て
税
関
確
認
情
報
を
提
供
す
る

も
の
と
さ
れ
ま
す
。

■
免
税
対
象
物
品
の
範
囲
の
見
直
し

①
消
耗
品
に
つ
い
て
免
税
購
入
対
象
者
の

同
一
店
舗
一
日
当
た
り
の
購
入
上
限
額
及

び
特
殊
包
装
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、一
般

物
品
と
消
耗
品
の
区
分
が
廃
止
さ
れ
ま
す
。

②
免
税
販
売
の
対
象
外
と
さ
れ
て
い
る
通

常
生
活
の
用
に
供
し
な
い
も
の
の
要
件
を

廃
止
し
、金
地
金
等
の
不
正
の
目
的
で
購

入
さ
れ
る
お
そ
れ
が
高
い
物
品
は
、免
税

販
売
の
対
象
外
と
さ
れ
る
物
品
と
し
て
個

別
に
定
め
る
仕
組
み
と
な
り
ま
す
。

■
免
税
販
売
手
続
の
見
直
し

①
船
舶
観
光
上
陸
許
可
等
に
よ
り
上
陸

す
る
者
の
免
税
販
売
手
続
は
、上
陸
許
可

書
及
び
旅
券
の
提
示
を
求
め
、輸
出
物
品

販
売
場
を
経
営
す
る
事
業
者
は
、旅
券
番

号
に
基
づ
き
購
入
記
録
情
報
を
提
供
す
る

も
の
と
し
ま
す
。

②
免
税
購
入
対
象
者
が
輸
出
物
品
販
売
場

で
運
送
契
約
を
締
結
し
、そ
の
場
で
物
品

を
運
送
事
業
者
へ
引
き
渡
す
、い
わ
ゆ
る

「
直
送
」に
よ
る
免
税
販
売
方
式
は
、輸
出

免
税
制
度
に
よ
り
消
費
税
を
免
除
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。輸
出
物
品
販
売
場
で

の
販
売
は
、購
入
者
の
不
正
が
多
く
、輸
出

物
品
販
売
場
の
負
担
が
大
き
く
な
っ
て
い

ま
し
た
。今
回
の
改
正
で
輸
出
物
品
販
売

場
の
負
担
が
相
当
軽
減
さ
れ
る
こ
と
が
見

込
ま
れ
ま
す
。

■
グ
ロ
ー
バ
ル・ミ
ニ
マ
ム
課
税
へ
の
対
応

　
軽
課
税
所
得
ル
ー
ル
へ
の
対
応
及
び
国

内
ミ
ニ
マ
ム
課
税
に
対
応
す
る
た
め
の
法

整
備
を
行
い
ま
す
。国
際
的
な
、税
率
の
引

下
げ
競
争
を
防
止
す
る
趣
旨
の
改
正
で
す
。

■
ガ
ソ
リ
ン
税
の
引
下
げ

　
ガ
ソ
リ
ン
の
暫
定
税
率
は
廃
止
さ
れ
る

見
込
み
で
す
。具
体
的
な
実
施
時
期
等
に

つ
い
て
は
、今
後
協
議
さ
れ
る
見
込
み
で

す
。報
道
等
で
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
た
部
分
で
す
が
、生
活
に
直
結
す
る
減

税
と
な
り
ま
す
。

法
人
税
関
係

相
続
税・贈
与
税
関
係

所
得
税・住
民
税
関
係

資
産
税
関
係

消
費
税
関
係

そ
の
他

東
京
法
人
会
連
合
会

☆
記
事
内
容
に
つ
い
て
の
お
問
合
せ
は…

Ｔ
Ｉ
Ｓ
税
理
士
法
人

税
理
士
　
飯
田 

聡一郎

TEL 

０
３‒

５
３
６
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５
９
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８

FAX 

０
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５
３
６
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HP http://w
w
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中
小
企
業
に
対
す
る
軽
減
税
率
は
維
持
！

　
　
　
　
　
　
　
　
　税
と
社
会
保
障
の
問
題
へ
の
対
応
が
始
ま
る
！

令
和
7
年
度 

税
制
改
正
大
綱

－

法
人
会
の
税
制
改
正
提
言

－雇用者
給与等
支給額

1.5％以上
引上げ

3％以上
引上げ

課税
標準額

2分の1

4分の1

軽減期間

3年間

5年間

本人の合計
所得金額

2,350万円以下

2,350万円超
2,400万円以下

2,400万円超
2,450万円以下

2,450万円超
2,500万円以下

基礎控除

58万円

48万円

32万円

16万円

親族等の合計所得金額

58万円超　85万円以下

85万円超　90万円以下

90万円超　95万円以下

  95万円超　100万円以下

100万円超　105万円以下

105万円超　110万円以下

110万円超　115万円以下

115万円超　120万円以下

120万円超　123万円以下

控除額

63万円

61万円

51万円

41万円

31万円

21万円

11万円

6万円

6万円

　
政
府
は
、令
和
６
年
12
月
27
日
に
令
和
７
年
度
税
制
改
正
大
綱
を
閣
議
決
定
し
ま
し
た
。

　
法
人
会
が
提
言
し
て
い
た
中
小
企
業
に
対
す
る
軽
減
税
率・投
資
促
進
税
制
な
ど
は
２
年
間
延
長
さ
れ
、

税
と
社
会
保
障
制
度
に
対
す
る
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
個
人
所
得
課
税
で
は
、基
礎
控
除・給
与
所
得
控
除
が

引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
で
、「
年
収
の
壁
」へ
の
対
応
が
始
ま
り
ま
し
た
。主
な
内
容
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
中
小
企
業
者
等
の
軽
減
税
率
の
延
長

　
中
小
企
業
者
等
の
法
人
税
の
軽
減
税

率
の
特
例
は
、次
の
見
直
し
を
行
っ
た
上
、

適
用
期
限
が
２
年
延
長
さ
れ
、令
和
9
年

3
月
31
日
ま
で
に
開
始
す
る
事
業
年
度
と

な
り
ま
す
。

①
所
得
の
金
額
が
年
10
億
円
を
超
え
る
事

業
年
度
に
つ
い
て
、所
得
の
金
額
の
う
ち

年
8
0
0
万
円
以
下
の
金
額
に
適
用
さ
れ

る
税
率
は
15
%
か
ら
17
％
に
引
き
上
げ
ら

れ
ま
す
。

②
適
用
対
象
法
人
の
範
囲
か
ら
通
算
法

人
は
除
外
さ
れ
ま
す
。

■
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
の
延
長

　
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
は
、
適
用

期
限
が
２
年
延
長
さ
れ
、
令
和
9
年
3

月
31
日
ま
で
に
開
始
す
る
事
業
年
度
ま

で
と
な
り
ま
す
。

■
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
の
延
長

　
中
小
企
業
者
等
が
特
定
経
営
力
向
上

設
備
等
を
取
得
し
た
場
合
の
特
別
償
却

又
は
税
額
控
除
制
度
は
、
一
定
の
措
置

を
講
じ
た
上
、
そ
の
適
用
期
限
が
２
年

延
長
さ
れ
令
和
9
年
3
月
31
日
ま
で
と

な
り
ま
す
。

■
企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
の
延
長

　
認
定
地
方
公
共
団
体
の
寄
附
活
用
事

業
に
関
連
す
る
寄
附
を
し
た
場
合
の
法

人
税
額
の
特
別
控
除
制
度
は
、
適
用
期

限
が
３
年
延
長
さ
れ
、
令
和
10
年
3
月

31
日
ま
で
の
特
定
寄
附
金
に
適
用
さ
れ

ま
す
。

■
リ
ー
ス
取
引
に
つ
い
て
の
取
扱
い

①
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
リ
ー
ス
取
引

に
よ
り
資
産
の
賃
借
を
行
っ
た
場
合
、

そ
の
取
引
の
契
約
に
基
づ
き
そ
の
法
人

が
支
払
う
金
額
は
、
そ
の
金
額
の
う
ち

債
務
の
確
定
し
た
部
分
は
、
そ
の
確
定

し
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
損
金
算

入
し
ま
す
。
会
計
基
準
と
は
異
な
る
取

扱
い
で
あ
る
た
め
、
別
表
に
よ
る
調
整

が
必
要
に
な
り
ま
す
。

②
リ
ー
ス
譲
渡
に
係
る
収
益
及
び
費
用

の
帰
属
事
業
年
度
の
特
例
は
、
廃
止
さ
れ

ま
す
。（
適
用
時
期
に
つ
い
て
は
大
綱
上

明
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
一
定
の
調
整

期
間
を
設
け
る
と
思
わ
れ
ま
す
。）

③
令
和
９
年
４
月
１
日
以
後
に
締
結
さ

れ
た
所
有
権
移
転
外
リ
ー
ス
取
引
の

リ
ー
ス
資
産
の
減
価
償
却
は
、
リ
ー
ス

期
間
定
額
法
の
計
算
で
残
価
保
証
額
を

控
除
し
な
い
こ
と
と
し
、
リ
ー
ス
期
間

経
過
時
点
に
１
円
に
達
す
る
ま
で
償
却

が
可
能
と
な
り
ま
す
。

■
防
衛
特
別
法
人
税
の
創
設

　
税
額
控
除
適
用
前
の
法
人
税
額
か
ら

基
礎
控
除
5
0
0
万
円
を
控
除
し
た
額

の
4
%
を
、防
衛
特
別
法
人
税
と
し
て
課

税
す
る
仕
組
み
が
創
設
さ
れ
ま
す
。令
和

8
年
4
月
1
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業

年
度
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

■
基
礎
控
除
の
引
上
げ

　
基
礎
控
除
は
、合
計
所
得
金
額
が
2
，

3
5
0
万
円
以
下
で
あ
る
個
人
の
控
除

額
を
10
万
円
引
き
上
げ
、58
万
円
に
な
り

ま
す
。所
得
に
応
じ
た
基
礎
控
除
は
次
の

と
お
り
で
す
。

■
給
与
所
得
控
除

　
給
与
所
得
控
除
は
、55
万
円
の
最
低
保
障

額
が
65
万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

■
特
定
親
族
特
別
控
除

　
居
住
者
が
生
計
を
一
に
す
る
年
齢
19

歳
以
上
23
歳
未
満
の
親
族
等
で
控
除
対

象
扶
養
親
族
に
該
当
し
な
い
も
の
を
有
す

る
場
合
に
、そ
の
居
住
者
の
そ
の
年
分
の

総
所
得
金
額
等
か
ら
次
の
と
お
り
の
控
除

額
が
控
除
さ
れ
ま
す
。

　
大
学
生
等
の
子
が
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て

い
る
場
合
、子
の
収
入
金
額
が
1
0
3
万

円
を
超
え
る
こ
と
で
、親
の
扶
養
親
族
か

ら
外
れ
、結
果
と
し
て
子
の
収
入
金
額
の

手
取
り
額
の
増
加
よ
り
、親
の
税
負
担
の

増
加
が
大
き
く
な
る
こ
と
を
是
正
す
る
こ

と
を
趣
旨
と
し
ま
す
。

■
同
一
生
計
配
偶
者
及
び
扶
養
親
族
の
合

　計
所
得
金
額
要
件
の
緩
和

　
同
一
生
計
配
偶
者
及
び
扶
養
親
族
の
合

計
所
得
要
件
が
48
万
円
以
下
か
ら
58
万
円

以
下
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。こ
れ
は
、基
礎

控
除
の
金
額
と
一
致
さ
せ
る
取
扱
い
で
す
。

■
ひ
と
り
親
の
生
計
を
一
に
す
る
子
の
総

　所
得
金
額
要
件
の
緩
和

　
ひ
と
り
親
の
生
計
を
一
に
す
る
子
の
総

所
得
金
額
等
の
合
計
額
の
要
件
が
48
万
円

以
下
か
ら
58
万
円
以
下
に
引
き
上
げ
ら
れ

ま
す
。

■
勤
労
学
生
の
合
計
所
得
金
額
要
件
の
緩
和

　
勤
労
学
生
の
合
計
所
得
金
額
要
件
が
75

万
円
以
下
か
ら
85
万
円
以
下
に
引
き
上
げ

ら
れ
ま
す
。

■
家
内
労
働
者
等
の
事
業
所
得
等
の
所
得

　計
算
の
特
例
の
最
低
保
障
額
の
緩
和

　
家
内
労
働
者
等
の
事
業
所
得
等
の
所
得

計
算
の
特
例
に
つ
い
て
、必
要
経
費
に
算
入

す
る
金
額
の
最
低
保
障
額
が
55
万
円
か
ら

65
万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。い
わ
ゆ
る

内
職
者
に
、給
与
所
得
控
除
と
同
額
の
控

除
を
認
め
る
制
度
で
あ
る
た
め
、給
与
所

得
控
除
と
一
致
さ
せ
る
趣
旨
で
す
。

※
前
記
の
各
改
正
は
、令
和
7
年
分
以
後

の
所
得
税
に
適
用
さ
れ
ま
す
。た
だ
し
、源

泉
徴
収
税
額
へ
の
影
響
は
令
和
8
年
1
月

1
日
以
後
支
払
う
給
与
等
及
び
公
的
年
金

等
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

■
個
人
住
民
税
の
改
正

　
所
得
税
の
改
正
に
合
わ
せ
て
個
人
住
民

税
に
、控
除
額
等
の
見
直
し
が
行
わ
れ
ま
す
。

令
和
8
年
度
分
以
後
の
個
人
住
民
税
に
つ

い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

■
生
命
保
険
料
控
除
の
見
直
し

　
新
生
命
保
険
料
に
係
る
一
般
生
命
保
険

料
控
除
に
つ
い
て
、居
住
者
が
年
齢
23
歳
未

満
の
扶
養
親
族
を
有
す
る
場
合
、令
和
８

年
分
の
一
般
生
命
保
険
料
控
除
の
最
大
控

除
額
を
現
在
の
4
万
円
か
ら
6
万
円
に
引

き
上
げ
ら
れ
ま
す
。た
だ
し
、
一
般
生
命

保
険
料
控
除
、介
護
医
療
保
険
料
控
除
及

び
個
人
年
金
保
険
料
控
除
の
合
計
適
用
限

度
額
は
従
来
通
り
12
万
円
と
な
り
ま
す
。

■
子
育
て
世
帯
向
け
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
の
改
正

　
引
き
下
げ
予
定
で
あ
っ
た
借
入
限
度
額

は
、特
例
対
象
個
人（
夫
婦
ど
ち
ら
か
が
40

歳
未
満
あ
る
い
は
19
歳
未
満
の
子
が
い
る
）

の
場
合
、取
得
し
た
省
エ
ネ
性
能
に
優
れ
た

長
期
優
良
住
宅
に
令
和
７
年
の
間
に
居
住

の
用
に
供
し
た
場
合
で
も
、住
宅
借
入
金
等

の
年
末
残
高
の
限
度
額
5
，0
0
0
万
は
維

持
さ
れ
ま
す
。

■
確
定
拠
出
年
金
制
度
等
の
改
正
に
合
わ
せ

　た
対
応

①
企
業
型
確
定
拠
出
年
金
制
度
の
マ
ッ
チ

ン
グ
拠
出
に
つ
い
て
、企
業
型
年
金
加
入
者

掛
金
の
額
は
事
業
主
掛
金
の
額
を
超
え
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
要
件
が
廃
止
さ

れ
ま
す
。ま
た
、拠
出
限
度
額
は
、確
定
給

付
企
業
年
金
制
度
に
加
入
し
て
い
な
い
者

は
月
額
6・2
万
円
、加
入
し
て
い
る
者
は

月
額
6・2
万
円
か
ら
確
定
給
付
企
業
年

金
ご
と
の
掛
金
相
当
額
を
控
除
し
た
額
、

に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

②
個
人
型
確
定
拠
出
年
金
制
度
は
、60
歳

以
上
70
歳
未
満
で
現
行
の
個
人
型
確
定
拠

出
年
金
に
加
入
で
き
な
い
者
の
う
ち
、個
人

型
確
定
拠
出
年
金
の
加
入
者・運
用
指
図

者
で
あ
っ
た
者
又
は
私
的
年
金
の
資
産
を

個
人
型
確
定
拠
出
年
金
に
移
換
で
き
る
者

で
あ
っ
て
、老
齢
基
礎
年
金
及
び
個
人
型
確

定
拠
出
年
金
の
老
齢
給
付
金
を
受
給
し
て

い
な
い
者
を
新
た
に
制
度
の
対
象
と
す
る

こ
と
と
し
、そ
の
拠
出
限
度
額
は
月
額
6・

2
万
円
と
な
り
ま
す
。拠
出
限
度
額
に
つ
い

て
は
、第
一
号
被
保
険
者
は
月
額
7・5
万

円
、企
業
年
金
加
入
者
は
月
額
6・2
万
円

か
ら
確
定
給
付
企
業
年
金
ご
と
の
掛
金
相

当
額
及
び
企
業
型
確
定
拠
出
年
金
の
掛
金

額
を
控
除
し
た
額
、企
業
年
金
に
未
加
入

の
者
は
月
額
6・2
万
円
と
な
り
ま
す
。

③
国
民
年
金
基
金
の
掛
金
額
の
上
限
は
、

月
額
7・5
万
円
と
な
り
ま
す
。

■
受
益
者
等
が
存
し
な
い
信
託
に
受
益
者
等

　が
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
場
合

　
受
益
者
等
の
存
し
な
い
信
託
で
あ
る
法

人
課
税
信
託
が
、受
益
者
等
が
存
す
る
こ

と
で
法
人
課
税
信
託
に
該
当
し
な
い
こ
と

と
な
っ
た
場
合
、そ
の
法
人
課
税
信
託
が
特

定
法
人
課
税
信
託
で
あ
る
と
き
は
、そ
の
信

託
財
産
に
属
す
る
特
定
株
式
は
、特
定
株

式
を
そ
の
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
時

に
お
け
る
価
額
に
よ
り
取
得
し
た
も
の
と

み
な
し
て
、そ
の
受
益
者
等
の
各
年
分
の
各

種
所
得
の
金
額
を
計
算
す
る
も
の
と
し
、特

定
株
式
の
そ
の
時
の
直
前
の
帳
簿
価
額
に

相
当
す
る
金
額
は
、受
益
者
等
の
そ
の
取

得
し
た
日
の
属
す
る
年
分
の
各
種
所
得
の

金
額
の
計
算
上
、総
収
入
金
額
に
算
入
し

な
い
こ
と
と
な
り
ま
す
。

■
退
職
所
得
の
源
泉
徴
収
票
の
提
出
義
務

　
退
職
手
当
等
の
支
払
を
す
る
者
は
、退

職
手
当
等
の
支
払
を
受
け
る
全
て
の
居
住

者
に
係
る
退
職
所
得
の
源
泉
徴
収
票
を
税

務
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
と
な
り
ま
す
。令
和
８
年
１
月
１
日
以
後

に
提
出
す
べ
き
退
職
所
得
の
源
泉
徴
収
票

に
つ
い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

■
結
婚・子
育
て
資
金
の
一
括
贈
与
制
度
の

　期
限
の
延
長

　
直
系
尊
属
か
ら
結
婚・子
育
て
資
金
の

一
括
贈
与
を
受
け
た
場
合
の
贈
与
税
の
非

課
税
措
置
の
適
用
期
限
が
２
年
延
長
さ
れ
、

令
和
9
年
3
月
31
日
ま
で
と
な
り
ま
す
。

■
事
業
承
継
税
制
の
改
正

事
業
承
継
税
制
で
は
、非
上
場
株
式
等
に

係
る
贈
与
税
の
納
税
猶
予
の
特
例
制
度
に

お
け
る
役
員
就
任
要
件
が
、「
役
員
と
し
て

贈
与
の
日
ま
で
3
年
以
上
継
続
し
て
い
る

こ
と
」か
ら「
贈
与
の
直
前
に
役
員
で
あ
る

こ
と
」に
緩
和
さ
れ
ま
す
。令
和
7
年
1
月

1
日
以
後
の
贈
与
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

　
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
に
規
定
す

る
先
端
設
備
等
導
入
計
画
に
基
づ
き
、中

小
事
業
者
等
が
取
得
す
る
生
産
性
向
上

や
賃
上
げ
に
資
す
る
一
定
の
機
械・装
置

等
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
の
特

例
措
置
は
、次
の
見
直
し
を
行
っ
た
上
、そ

の
適
用
期
限
が
２
年
延
長
さ
れ
ま
す
。

①
対
象
資
産
を
雇
用
者
給
与
等
支
給
額

の
引
上
げ
の
方
針
を
位
置
づ
け
た
同
計
画

に
基
づ
き
取
得
す
る
一
定
の
機
械・装
置

等
に
限
定
し
ま
す
。

②
当
該
機
械・装
置
等
に
係
る
課
税
標
準

は
、次
の
と
お
り
と
し
ま
す
。

■
輸
出
物
品
販
売
場
に
お
け
る
免
税
方
式
の

　見
直
し

①
輸
出
物
品
販
売
場
を
経
営
す
る
事
業

者
が
、免
税
購
入
対
象
者
に
対
し
て
免
税

対
象
物
品
を
譲
渡
し
た
場
合
、購
入
者
が

購
入
し
た
日
か
ら
90
日
以
内
に
出
港
地
の

税
関
長
に
よ
る
確
認
を
受
け
た
と
き
は
、

そ
の
確
認
を
し
た
旨
の
情
報
を
輸
出
物
品

販
売
場
を
経
営
す
る
事
業
者
に
お
い
て
保

存
す
る
こ
と
を
要
件
に
、そ
の
免
税
対
象

物
品
の
譲
渡
に
つ
い
て
、消
費
税
が
免
除

さ
れ
ま
す
。

②
免
税
購
入
対
象
者
は
、購
入
し
た
免
税

対
象
物
品
に
つ
い
て
、出
国
時
に
旅
券
等

を
提
示
し
て
税
関
長
の
確
認
を
受
け
、そ

の
確
認
を
受
け
た
免
税
対
象
物
品
を
国
外

に
持
ち
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と

さ
れ
ま
す
。

③
税
関
長
は
、輸
出
物
品
販
売
場
を
経
営

す
る
事
業
者
に
対
し
、購
入
記
録
情
報
ご

と
に
、国
税
庁
の
免
税
販
売
管
理
シ
ス
テ

ム
を
通
じ
て
税
関
確
認
情
報
を
提
供
す
る

も
の
と
さ
れ
ま
す
。

■
免
税
対
象
物
品
の
範
囲
の
見
直
し

①
消
耗
品
に
つ
い
て
免
税
購
入
対
象
者
の

同
一
店
舗
一
日
当
た
り
の
購
入
上
限
額
及

び
特
殊
包
装
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、一
般

物
品
と
消
耗
品
の
区
分
が
廃
止
さ
れ
ま
す
。

②
免
税
販
売
の
対
象
外
と
さ
れ
て
い
る
通

常
生
活
の
用
に
供
し
な
い
も
の
の
要
件
を

廃
止
し
、金
地
金
等
の
不
正
の
目
的
で
購

入
さ
れ
る
お
そ
れ
が
高
い
物
品
は
、免
税

販
売
の
対
象
外
と
さ
れ
る
物
品
と
し
て
個

別
に
定
め
る
仕
組
み
と
な
り
ま
す
。

■
免
税
販
売
手
続
の
見
直
し

①
船
舶
観
光
上
陸
許
可
等
に
よ
り
上
陸

す
る
者
の
免
税
販
売
手
続
は
、上
陸
許
可

書
及
び
旅
券
の
提
示
を
求
め
、輸
出
物
品

販
売
場
を
経
営
す
る
事
業
者
は
、旅
券
番

号
に
基
づ
き
購
入
記
録
情
報
を
提
供
す
る

も
の
と
し
ま
す
。

②
免
税
購
入
対
象
者
が
輸
出
物
品
販
売
場

で
運
送
契
約
を
締
結
し
、そ
の
場
で
物
品

を
運
送
事
業
者
へ
引
き
渡
す
、い
わ
ゆ
る

「
直
送
」に
よ
る
免
税
販
売
方
式
は
、輸
出

免
税
制
度
に
よ
り
消
費
税
を
免
除
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。輸
出
物
品
販
売
場
で

の
販
売
は
、購
入
者
の
不
正
が
多
く
、輸
出

物
品
販
売
場
の
負
担
が
大
き
く
な
っ
て
い

ま
し
た
。今
回
の
改
正
で
輸
出
物
品
販
売

場
の
負
担
が
相
当
軽
減
さ
れ
る
こ
と
が
見

込
ま
れ
ま
す
。

■
グ
ロ
ー
バ
ル・ミ
ニ
マ
ム
課
税
へ
の
対
応

　
軽
課
税
所
得
ル
ー
ル
へ
の
対
応
及
び
国

内
ミ
ニ
マ
ム
課
税
に
対
応
す
る
た
め
の
法

整
備
を
行
い
ま
す
。国
際
的
な
、税
率
の
引

下
げ
競
争
を
防
止
す
る
趣
旨
の
改
正
で
す
。

■
ガ
ソ
リ
ン
税
の
引
下
げ

　
ガ
ソ
リ
ン
の
暫
定
税
率
は
廃
止
さ
れ
る

見
込
み
で
す
。具
体
的
な
実
施
時
期
等
に

つ
い
て
は
、今
後
協
議
さ
れ
る
見
込
み
で

す
。報
道
等
で
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
た
部
分
で
す
が
、生
活
に
直
結
す
る
減

税
と
な
り
ま
す
。

法
人
税
関
係

相
続
税・贈
与
税
関
係

所
得
税・住
民
税
関
係

資
産
税
関
係

消
費
税
関
係

そ
の
他

東
京
法
人
会
連
合
会

☆
記
事
内
容
に
つ
い
て
の
お
問
合
せ
は…

Ｔ
Ｉ
Ｓ
税
理
士
法
人

税
理
士
　
飯
田 

聡一郎

TEL 

０
３‒

５
３
６
３‒

５
９
５
８

FAX 

０
３‒

５
３
６
３‒

５
４
４
９

HP http://w
w
w
.iida-office.jp/

中
小
企
業
に
対
す
る
軽
減
税
率
は
維
持
！

　
　
　
　
　
　
　
　
　税
と
社
会
保
障
の
問
題
へ
の
対
応
が
始
ま
る
！

令
和
7
年
度 

税
制
改
正
大
綱

－

法
人
会
の
税
制
改
正
提
言

－雇用者
給与等
支給額

1.5％以上
引上げ

3％以上
引上げ

課税
標準額

2分の1

4分の1

軽減期間

3年間

5年間

本人の合計
所得金額

2,350万円以下

2,350万円超
2,400万円以下

2,400万円超
2,450万円以下

2,450万円超
2,500万円以下

基礎控除

58万円

48万円

32万円

16万円

親族等の合計所得金額

58万円超　85万円以下

85万円超　90万円以下

90万円超　95万円以下

  95万円超　100万円以下

100万円超　105万円以下

105万円超　110万円以下

110万円超　115万円以下

115万円超　120万円以下

120万円超　123万円以下

控除額

63万円

61万円

51万円

41万円

31万円

21万円

11万円

6万円

6万円

← 穴 位 置 　
　各15ミリずつアケ→

品名
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◆
笑
っ
て
勤
労
　
笑
っ
て
納
税
（
文
京
区
立
礫
川
小
学
校
）

　
政
府
は
、令
和
６
年
12
月
27
日
に
令
和
７
年
度
税
制
改
正
大
綱
を
閣
議
決
定
し
ま
し
た
。

　
法
人
会
が
提
言
し
て
い
た
中
小
企
業
に
対
す
る
軽
減
税
率・投
資
促
進
税
制
な
ど
は
２
年
間
延
長
さ
れ
、

税
と
社
会
保
障
制
度
に
対
す
る
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
個
人
所
得
課
税
で
は
、基
礎
控
除・給
与
所
得
控
除
が

引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
で
、「
年
収
の
壁
」へ
の
対
応
が
始
ま
り
ま
し
た
。主
な
内
容
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
中
小
企
業
者
等
の
軽
減
税
率
の
延
長

　
中
小
企
業
者
等
の
法
人
税
の
軽
減
税

率
の
特
例
は
、次
の
見
直
し
を
行
っ
た
上
、

適
用
期
限
が
２
年
延
長
さ
れ
、令
和
9
年

3
月
31
日
ま
で
に
開
始
す
る
事
業
年
度
と

な
り
ま
す
。

①
所
得
の
金
額
が
年
10
億
円
を
超
え
る
事

業
年
度
に
つ
い
て
、所
得
の
金
額
の
う
ち

年
8
0
0
万
円
以
下
の
金
額
に
適
用
さ
れ

る
税
率
は
15
%
か
ら
17
％
に
引
き
上
げ
ら

れ
ま
す
。

②
適
用
対
象
法
人
の
範
囲
か
ら
通
算
法

人
は
除
外
さ
れ
ま
す
。

■
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
の
延
長

　
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
は
、
適
用

期
限
が
２
年
延
長
さ
れ
、
令
和
9
年
3

月
31
日
ま
で
に
開
始
す
る
事
業
年
度
ま

で
と
な
り
ま
す
。

■
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
の
延
長

　
中
小
企
業
者
等
が
特
定
経
営
力
向
上

設
備
等
を
取
得
し
た
場
合
の
特
別
償
却

又
は
税
額
控
除
制
度
は
、
一
定
の
措
置

を
講
じ
た
上
、
そ
の
適
用
期
限
が
２
年

延
長
さ
れ
令
和
9
年
3
月
31
日
ま
で
と

な
り
ま
す
。

■
企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
の
延
長

　
認
定
地
方
公
共
団
体
の
寄
附
活
用
事

業
に
関
連
す
る
寄
附
を
し
た
場
合
の
法

人
税
額
の
特
別
控
除
制
度
は
、
適
用
期

限
が
３
年
延
長
さ
れ
、
令
和
10
年
3
月

31
日
ま
で
の
特
定
寄
附
金
に
適
用
さ
れ

ま
す
。

■
リ
ー
ス
取
引
に
つ
い
て
の
取
扱
い

①
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
リ
ー
ス
取
引

に
よ
り
資
産
の
賃
借
を
行
っ
た
場
合
、

そ
の
取
引
の
契
約
に
基
づ
き
そ
の
法
人

が
支
払
う
金
額
は
、
そ
の
金
額
の
う
ち

債
務
の
確
定
し
た
部
分
は
、
そ
の
確
定

し
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
損
金
算

入
し
ま
す
。
会
計
基
準
と
は
異
な
る
取

扱
い
で
あ
る
た
め
、
別
表
に
よ
る
調
整

が
必
要
に
な
り
ま
す
。

②
リ
ー
ス
譲
渡
に
係
る
収
益
及
び
費
用

の
帰
属
事
業
年
度
の
特
例
は
、
廃
止
さ
れ

ま
す
。（
適
用
時
期
に
つ
い
て
は
大
綱
上

明
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
一
定
の
調
整

期
間
を
設
け
る
と
思
わ
れ
ま
す
。）

③
令
和
９
年
４
月
１
日
以
後
に
締
結
さ

れ
た
所
有
権
移
転
外
リ
ー
ス
取
引
の

リ
ー
ス
資
産
の
減
価
償
却
は
、
リ
ー
ス

期
間
定
額
法
の
計
算
で
残
価
保
証
額
を

控
除
し
な
い
こ
と
と
し
、
リ
ー
ス
期
間

経
過
時
点
に
１
円
に
達
す
る
ま
で
償
却

が
可
能
と
な
り
ま
す
。

■
防
衛
特
別
法
人
税
の
創
設

　
税
額
控
除
適
用
前
の
法
人
税
額
か
ら

基
礎
控
除
5
0
0
万
円
を
控
除
し
た
額

の
4
%
を
、防
衛
特
別
法
人
税
と
し
て
課

税
す
る
仕
組
み
が
創
設
さ
れ
ま
す
。令
和

8
年
4
月
1
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業

年
度
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

■
基
礎
控
除
の
引
上
げ

　
基
礎
控
除
は
、合
計
所
得
金
額
が
2
，

3
5
0
万
円
以
下
で
あ
る
個
人
の
控
除

額
を
10
万
円
引
き
上
げ
、58
万
円
に
な
り

ま
す
。所
得
に
応
じ
た
基
礎
控
除
は
次
の

と
お
り
で
す
。

■
給
与
所
得
控
除

　
給
与
所
得
控
除
は
、55
万
円
の
最
低
保
障

額
が
65
万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

■
特
定
親
族
特
別
控
除

　
居
住
者
が
生
計
を
一
に
す
る
年
齢
19

歳
以
上
23
歳
未
満
の
親
族
等
で
控
除
対

象
扶
養
親
族
に
該
当
し
な
い
も
の
を
有
す

る
場
合
に
、そ
の
居
住
者
の
そ
の
年
分
の

総
所
得
金
額
等
か
ら
次
の
と
お
り
の
控
除

額
が
控
除
さ
れ
ま
す
。

　
大
学
生
等
の
子
が
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て

い
る
場
合
、子
の
収
入
金
額
が
1
0
3
万

円
を
超
え
る
こ
と
で
、親
の
扶
養
親
族
か

ら
外
れ
、結
果
と
し
て
子
の
収
入
金
額
の

手
取
り
額
の
増
加
よ
り
、親
の
税
負
担
の

増
加
が
大
き
く
な
る
こ
と
を
是
正
す
る
こ

と
を
趣
旨
と
し
ま
す
。

■
同
一
生
計
配
偶
者
及
び
扶
養
親
族
の
合

　計
所
得
金
額
要
件
の
緩
和

　
同
一
生
計
配
偶
者
及
び
扶
養
親
族
の
合

計
所
得
要
件
が
48
万
円
以
下
か
ら
58
万
円

以
下
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。こ
れ
は
、基
礎

控
除
の
金
額
と
一
致
さ
せ
る
取
扱
い
で
す
。

■
ひ
と
り
親
の
生
計
を
一
に
す
る
子
の
総

　所
得
金
額
要
件
の
緩
和

　
ひ
と
り
親
の
生
計
を
一
に
す
る
子
の
総

所
得
金
額
等
の
合
計
額
の
要
件
が
48
万
円

以
下
か
ら
58
万
円
以
下
に
引
き
上
げ
ら
れ

ま
す
。

■
勤
労
学
生
の
合
計
所
得
金
額
要
件
の
緩
和

　
勤
労
学
生
の
合
計
所
得
金
額
要
件
が
75

万
円
以
下
か
ら
85
万
円
以
下
に
引
き
上
げ

ら
れ
ま
す
。

■
家
内
労
働
者
等
の
事
業
所
得
等
の
所
得

　計
算
の
特
例
の
最
低
保
障
額
の
緩
和

　
家
内
労
働
者
等
の
事
業
所
得
等
の
所
得

計
算
の
特
例
に
つ
い
て
、必
要
経
費
に
算
入

す
る
金
額
の
最
低
保
障
額
が
55
万
円
か
ら

65
万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。い
わ
ゆ
る

内
職
者
に
、給
与
所
得
控
除
と
同
額
の
控

除
を
認
め
る
制
度
で
あ
る
た
め
、給
与
所

得
控
除
と
一
致
さ
せ
る
趣
旨
で
す
。

※
前
記
の
各
改
正
は
、令
和
7
年
分
以
後

の
所
得
税
に
適
用
さ
れ
ま
す
。た
だ
し
、源

泉
徴
収
税
額
へ
の
影
響
は
令
和
8
年
1
月

1
日
以
後
支
払
う
給
与
等
及
び
公
的
年
金

等
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

■
個
人
住
民
税
の
改
正

　
所
得
税
の
改
正
に
合
わ
せ
て
個
人
住
民

税
に
、控
除
額
等
の
見
直
し
が
行
わ
れ
ま
す
。

令
和
8
年
度
分
以
後
の
個
人
住
民
税
に
つ

い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

■
生
命
保
険
料
控
除
の
見
直
し

　
新
生
命
保
険
料
に
係
る
一
般
生
命
保
険

料
控
除
に
つ
い
て
、居
住
者
が
年
齢
23
歳
未

満
の
扶
養
親
族
を
有
す
る
場
合
、令
和
８

年
分
の
一
般
生
命
保
険
料
控
除
の
最
大
控

除
額
を
現
在
の
4
万
円
か
ら
6
万
円
に
引

き
上
げ
ら
れ
ま
す
。た
だ
し
、
一
般
生
命

保
険
料
控
除
、介
護
医
療
保
険
料
控
除
及

び
個
人
年
金
保
険
料
控
除
の
合
計
適
用
限

度
額
は
従
来
通
り
12
万
円
と
な
り
ま
す
。

■
子
育
て
世
帯
向
け
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
の
改
正

　
引
き
下
げ
予
定
で
あ
っ
た
借
入
限
度
額

は
、特
例
対
象
個
人（
夫
婦
ど
ち
ら
か
が
40

歳
未
満
あ
る
い
は
19
歳
未
満
の
子
が
い
る
）

の
場
合
、取
得
し
た
省
エ
ネ
性
能
に
優
れ
た

長
期
優
良
住
宅
に
令
和
７
年
の
間
に
居
住

の
用
に
供
し
た
場
合
で
も
、住
宅
借
入
金
等

の
年
末
残
高
の
限
度
額
5
，0
0
0
万
は
維

持
さ
れ
ま
す
。

■
確
定
拠
出
年
金
制
度
等
の
改
正
に
合
わ
せ

　た
対
応

①
企
業
型
確
定
拠
出
年
金
制
度
の
マ
ッ
チ

ン
グ
拠
出
に
つ
い
て
、企
業
型
年
金
加
入
者

掛
金
の
額
は
事
業
主
掛
金
の
額
を
超
え
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
要
件
が
廃
止
さ

れ
ま
す
。ま
た
、拠
出
限
度
額
は
、確
定
給

付
企
業
年
金
制
度
に
加
入
し
て
い
な
い
者

は
月
額
6・2
万
円
、加
入
し
て
い
る
者
は

月
額
6・2
万
円
か
ら
確
定
給
付
企
業
年

金
ご
と
の
掛
金
相
当
額
を
控
除
し
た
額
、

に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

②
個
人
型
確
定
拠
出
年
金
制
度
は
、60
歳

以
上
70
歳
未
満
で
現
行
の
個
人
型
確
定
拠

出
年
金
に
加
入
で
き
な
い
者
の
う
ち
、個
人

型
確
定
拠
出
年
金
の
加
入
者・運
用
指
図

者
で
あ
っ
た
者
又
は
私
的
年
金
の
資
産
を

個
人
型
確
定
拠
出
年
金
に
移
換
で
き
る
者

で
あ
っ
て
、老
齢
基
礎
年
金
及
び
個
人
型
確

定
拠
出
年
金
の
老
齢
給
付
金
を
受
給
し
て

い
な
い
者
を
新
た
に
制
度
の
対
象
と
す
る

こ
と
と
し
、そ
の
拠
出
限
度
額
は
月
額
6・

2
万
円
と
な
り
ま
す
。拠
出
限
度
額
に
つ
い

て
は
、第
一
号
被
保
険
者
は
月
額
7・5
万

円
、企
業
年
金
加
入
者
は
月
額
6・2
万
円

か
ら
確
定
給
付
企
業
年
金
ご
と
の
掛
金
相

当
額
及
び
企
業
型
確
定
拠
出
年
金
の
掛
金

額
を
控
除
し
た
額
、企
業
年
金
に
未
加
入

の
者
は
月
額
6・2
万
円
と
な
り
ま
す
。

③
国
民
年
金
基
金
の
掛
金
額
の
上
限
は
、

月
額
7・5
万
円
と
な
り
ま
す
。

■
受
益
者
等
が
存
し
な
い
信
託
に
受
益
者
等

　が
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
場
合

　
受
益
者
等
の
存
し
な
い
信
託
で
あ
る
法

人
課
税
信
託
が
、受
益
者
等
が
存
す
る
こ

と
で
法
人
課
税
信
託
に
該
当
し
な
い
こ
と

と
な
っ
た
場
合
、そ
の
法
人
課
税
信
託
が
特

定
法
人
課
税
信
託
で
あ
る
と
き
は
、そ
の
信

託
財
産
に
属
す
る
特
定
株
式
は
、特
定
株

式
を
そ
の
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
時

に
お
け
る
価
額
に
よ
り
取
得
し
た
も
の
と

み
な
し
て
、そ
の
受
益
者
等
の
各
年
分
の
各

種
所
得
の
金
額
を
計
算
す
る
も
の
と
し
、特

定
株
式
の
そ
の
時
の
直
前
の
帳
簿
価
額
に

相
当
す
る
金
額
は
、受
益
者
等
の
そ
の
取

得
し
た
日
の
属
す
る
年
分
の
各
種
所
得
の

金
額
の
計
算
上
、総
収
入
金
額
に
算
入
し

な
い
こ
と
と
な
り
ま
す
。

■
退
職
所
得
の
源
泉
徴
収
票
の
提
出
義
務

　
退
職
手
当
等
の
支
払
を
す
る
者
は
、退

職
手
当
等
の
支
払
を
受
け
る
全
て
の
居
住

者
に
係
る
退
職
所
得
の
源
泉
徴
収
票
を
税

務
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
と
な
り
ま
す
。令
和
８
年
１
月
１
日
以
後

に
提
出
す
べ
き
退
職
所
得
の
源
泉
徴
収
票

に
つ
い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

■
結
婚・子
育
て
資
金
の
一
括
贈
与
制
度
の

　期
限
の
延
長

　
直
系
尊
属
か
ら
結
婚・子
育
て
資
金
の

一
括
贈
与
を
受
け
た
場
合
の
贈
与
税
の
非

課
税
措
置
の
適
用
期
限
が
２
年
延
長
さ
れ
、

令
和
9
年
3
月
31
日
ま
で
と
な
り
ま
す
。

■
事
業
承
継
税
制
の
改
正

事
業
承
継
税
制
で
は
、非
上
場
株
式
等
に

係
る
贈
与
税
の
納
税
猶
予
の
特
例
制
度
に

お
け
る
役
員
就
任
要
件
が
、「
役
員
と
し
て

贈
与
の
日
ま
で
3
年
以
上
継
続
し
て
い
る

こ
と
」か
ら「
贈
与
の
直
前
に
役
員
で
あ
る

こ
と
」に
緩
和
さ
れ
ま
す
。令
和
7
年
1
月

1
日
以
後
の
贈
与
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

　
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
に
規
定
す

る
先
端
設
備
等
導
入
計
画
に
基
づ
き
、中

小
事
業
者
等
が
取
得
す
る
生
産
性
向
上

や
賃
上
げ
に
資
す
る
一
定
の
機
械・装
置

等
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
の
特

例
措
置
は
、次
の
見
直
し
を
行
っ
た
上
、そ

の
適
用
期
限
が
２
年
延
長
さ
れ
ま
す
。

①
対
象
資
産
を
雇
用
者
給
与
等
支
給
額

の
引
上
げ
の
方
針
を
位
置
づ
け
た
同
計
画

に
基
づ
き
取
得
す
る
一
定
の
機
械・装
置

等
に
限
定
し
ま
す
。

②
当
該
機
械・装
置
等
に
係
る
課
税
標
準

は
、次
の
と
お
り
と
し
ま
す
。

■
輸
出
物
品
販
売
場
に
お
け
る
免
税
方
式
の

　見
直
し

①
輸
出
物
品
販
売
場
を
経
営
す
る
事
業

者
が
、免
税
購
入
対
象
者
に
対
し
て
免
税

対
象
物
品
を
譲
渡
し
た
場
合
、購
入
者
が

購
入
し
た
日
か
ら
90
日
以
内
に
出
港
地
の

税
関
長
に
よ
る
確
認
を
受
け
た
と
き
は
、

そ
の
確
認
を
し
た
旨
の
情
報
を
輸
出
物
品

販
売
場
を
経
営
す
る
事
業
者
に
お
い
て
保

存
す
る
こ
と
を
要
件
に
、そ
の
免
税
対
象

物
品
の
譲
渡
に
つ
い
て
、消
費
税
が
免
除

さ
れ
ま
す
。

②
免
税
購
入
対
象
者
は
、購
入
し
た
免
税

対
象
物
品
に
つ
い
て
、出
国
時
に
旅
券
等

を
提
示
し
て
税
関
長
の
確
認
を
受
け
、そ

の
確
認
を
受
け
た
免
税
対
象
物
品
を
国
外

に
持
ち
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と

さ
れ
ま
す
。

③
税
関
長
は
、輸
出
物
品
販
売
場
を
経
営

す
る
事
業
者
に
対
し
、購
入
記
録
情
報
ご

と
に
、国
税
庁
の
免
税
販
売
管
理
シ
ス
テ

ム
を
通
じ
て
税
関
確
認
情
報
を
提
供
す
る

も
の
と
さ
れ
ま
す
。

■
免
税
対
象
物
品
の
範
囲
の
見
直
し

①
消
耗
品
に
つ
い
て
免
税
購
入
対
象
者
の

同
一
店
舗
一
日
当
た
り
の
購
入
上
限
額
及

び
特
殊
包
装
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、一
般

物
品
と
消
耗
品
の
区
分
が
廃
止
さ
れ
ま
す
。

②
免
税
販
売
の
対
象
外
と
さ
れ
て
い
る
通

常
生
活
の
用
に
供
し
な
い
も
の
の
要
件
を

廃
止
し
、金
地
金
等
の
不
正
の
目
的
で
購

入
さ
れ
る
お
そ
れ
が
高
い
物
品
は
、免
税

販
売
の
対
象
外
と
さ
れ
る
物
品
と
し
て
個

別
に
定
め
る
仕
組
み
と
な
り
ま
す
。

■
免
税
販
売
手
続
の
見
直
し

①
船
舶
観
光
上
陸
許
可
等
に
よ
り
上
陸

す
る
者
の
免
税
販
売
手
続
は
、上
陸
許
可

書
及
び
旅
券
の
提
示
を
求
め
、輸
出
物
品

販
売
場
を
経
営
す
る
事
業
者
は
、旅
券
番

号
に
基
づ
き
購
入
記
録
情
報
を
提
供
す
る

も
の
と
し
ま
す
。

②
免
税
購
入
対
象
者
が
輸
出
物
品
販
売
場

で
運
送
契
約
を
締
結
し
、そ
の
場
で
物
品

を
運
送
事
業
者
へ
引
き
渡
す
、い
わ
ゆ
る

「
直
送
」に
よ
る
免
税
販
売
方
式
は
、輸
出

免
税
制
度
に
よ
り
消
費
税
を
免
除
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。輸
出
物
品
販
売
場
で

の
販
売
は
、購
入
者
の
不
正
が
多
く
、輸
出

物
品
販
売
場
の
負
担
が
大
き
く
な
っ
て
い

ま
し
た
。今
回
の
改
正
で
輸
出
物
品
販
売

場
の
負
担
が
相
当
軽
減
さ
れ
る
こ
と
が
見

込
ま
れ
ま
す
。

■
グ
ロ
ー
バ
ル・ミ
ニ
マ
ム
課
税
へ
の
対
応

　
軽
課
税
所
得
ル
ー
ル
へ
の
対
応
及
び
国

内
ミ
ニ
マ
ム
課
税
に
対
応
す
る
た
め
の
法

整
備
を
行
い
ま
す
。国
際
的
な
、税
率
の
引

下
げ
競
争
を
防
止
す
る
趣
旨
の
改
正
で
す
。

■
ガ
ソ
リ
ン
税
の
引
下
げ

　
ガ
ソ
リ
ン
の
暫
定
税
率
は
廃
止
さ
れ
る

見
込
み
で
す
。具
体
的
な
実
施
時
期
等
に

つ
い
て
は
、今
後
協
議
さ
れ
る
見
込
み
で

す
。報
道
等
で
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
た
部
分
で
す
が
、生
活
に
直
結
す
る
減

税
と
な
り
ま
す
。

法
人
税
関
係

相
続
税・贈
与
税
関
係

所
得
税・住
民
税
関
係

資
産
税
関
係

消
費
税
関
係

そ
の
他

東
京
法
人
会
連
合
会

☆
記
事
内
容
に
つ
い
て
の
お
問
合
せ
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Ｔ
Ｉ
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税
理
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税
理
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飯
田 
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中
小
企
業
に
対
す
る
軽
減
税
率
は
維
持
！

　
　
　
　
　
　
　
　
　税
と
社
会
保
障
の
問
題
へ
の
対
応
が
始
ま
る
！

令
和
7
年
度 

税
制
改
正
大
綱

－

法
人
会
の
税
制
改
正
提
言

－雇用者
給与等
支給額

1.5％以上
引上げ

3％以上
引上げ

課税
標準額

2分の1

4分の1

軽減期間

3年間

5年間

本人の合計
所得金額

2,350万円以下

2,350万円超
2,400万円以下

2,400万円超
2,450万円以下

2,450万円超
2,500万円以下

基礎控除

58万円

48万円

32万円

16万円

親族等の合計所得金額

58万円超　85万円以下

85万円超　90万円以下

90万円超　95万円以下

  95万円超　100万円以下

100万円超　105万円以下

105万円超　110万円以下

110万円超　115万円以下

115万円超　120万円以下

120万円超　123万円以下

控除額

63万円

61万円

51万円

41万円

31万円

21万円

11万円

6万円

6万円

　
政
府
は
、令
和
６
年
12
月
27
日
に
令
和
７
年
度
税
制
改
正
大
綱
を
閣
議
決
定
し
ま
し
た
。

　
法
人
会
が
提
言
し
て
い
た
中
小
企
業
に
対
す
る
軽
減
税
率・投
資
促
進
税
制
な
ど
は
２
年
間
延
長
さ
れ
、

税
と
社
会
保
障
制
度
に
対
す
る
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
個
人
所
得
課
税
で
は
、基
礎
控
除・給
与
所
得
控
除
が

引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
で
、「
年
収
の
壁
」へ
の
対
応
が
始
ま
り
ま
し
た
。主
な
内
容
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
中
小
企
業
者
等
の
軽
減
税
率
の
延
長

　
中
小
企
業
者
等
の
法
人
税
の
軽
減
税

率
の
特
例
は
、次
の
見
直
し
を
行
っ
た
上
、

適
用
期
限
が
２
年
延
長
さ
れ
、令
和
9
年

3
月
31
日
ま
で
に
開
始
す
る
事
業
年
度
と

な
り
ま
す
。

①
所
得
の
金
額
が
年
10
億
円
を
超
え
る
事

業
年
度
に
つ
い
て
、所
得
の
金
額
の
う
ち

年
8
0
0
万
円
以
下
の
金
額
に
適
用
さ
れ

る
税
率
は
15
%
か
ら
17
％
に
引
き
上
げ
ら

れ
ま
す
。

②
適
用
対
象
法
人
の
範
囲
か
ら
通
算
法

人
は
除
外
さ
れ
ま
す
。

■
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
の
延
長

　
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
は
、
適
用

期
限
が
２
年
延
長
さ
れ
、
令
和
9
年
3

月
31
日
ま
で
に
開
始
す
る
事
業
年
度
ま

で
と
な
り
ま
す
。

■
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
の
延
長

　
中
小
企
業
者
等
が
特
定
経
営
力
向
上

設
備
等
を
取
得
し
た
場
合
の
特
別
償
却

又
は
税
額
控
除
制
度
は
、
一
定
の
措
置

を
講
じ
た
上
、
そ
の
適
用
期
限
が
２
年

延
長
さ
れ
令
和
9
年
3
月
31
日
ま
で
と

な
り
ま
す
。

■
企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
の
延
長

　
認
定
地
方
公
共
団
体
の
寄
附
活
用
事

業
に
関
連
す
る
寄
附
を
し
た
場
合
の
法

人
税
額
の
特
別
控
除
制
度
は
、
適
用
期

限
が
３
年
延
長
さ
れ
、
令
和
10
年
3
月

31
日
ま
で
の
特
定
寄
附
金
に
適
用
さ
れ

ま
す
。

■
リ
ー
ス
取
引
に
つ
い
て
の
取
扱
い

①
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
リ
ー
ス
取
引

に
よ
り
資
産
の
賃
借
を
行
っ
た
場
合
、

そ
の
取
引
の
契
約
に
基
づ
き
そ
の
法
人

が
支
払
う
金
額
は
、
そ
の
金
額
の
う
ち

債
務
の
確
定
し
た
部
分
は
、
そ
の
確
定

し
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
損
金
算

入
し
ま
す
。
会
計
基
準
と
は
異
な
る
取

扱
い
で
あ
る
た
め
、
別
表
に
よ
る
調
整

が
必
要
に
な
り
ま
す
。

②
リ
ー
ス
譲
渡
に
係
る
収
益
及
び
費
用

の
帰
属
事
業
年
度
の
特
例
は
、
廃
止
さ
れ

ま
す
。（
適
用
時
期
に
つ
い
て
は
大
綱
上

明
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
一
定
の
調
整

期
間
を
設
け
る
と
思
わ
れ
ま
す
。）

③
令
和
９
年
４
月
１
日
以
後
に
締
結
さ

れ
た
所
有
権
移
転
外
リ
ー
ス
取
引
の

リ
ー
ス
資
産
の
減
価
償
却
は
、
リ
ー
ス

期
間
定
額
法
の
計
算
で
残
価
保
証
額
を

控
除
し
な
い
こ
と
と
し
、
リ
ー
ス
期
間

経
過
時
点
に
１
円
に
達
す
る
ま
で
償
却

が
可
能
と
な
り
ま
す
。

■
防
衛
特
別
法
人
税
の
創
設

　
税
額
控
除
適
用
前
の
法
人
税
額
か
ら

基
礎
控
除
5
0
0
万
円
を
控
除
し
た
額

の
4
%
を
、防
衛
特
別
法
人
税
と
し
て
課

税
す
る
仕
組
み
が
創
設
さ
れ
ま
す
。令
和

8
年
4
月
1
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業

年
度
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

■
基
礎
控
除
の
引
上
げ

　
基
礎
控
除
は
、合
計
所
得
金
額
が
2
，

3
5
0
万
円
以
下
で
あ
る
個
人
の
控
除

額
を
10
万
円
引
き
上
げ
、58
万
円
に
な
り

ま
す
。所
得
に
応
じ
た
基
礎
控
除
は
次
の

と
お
り
で
す
。

■
給
与
所
得
控
除

　
給
与
所
得
控
除
は
、55
万
円
の
最
低
保
障

額
が
65
万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

■
特
定
親
族
特
別
控
除

　
居
住
者
が
生
計
を
一
に
す
る
年
齢
19

歳
以
上
23
歳
未
満
の
親
族
等
で
控
除
対

象
扶
養
親
族
に
該
当
し
な
い
も
の
を
有
す

る
場
合
に
、そ
の
居
住
者
の
そ
の
年
分
の

総
所
得
金
額
等
か
ら
次
の
と
お
り
の
控
除

額
が
控
除
さ
れ
ま
す
。

　
大
学
生
等
の
子
が
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て

い
る
場
合
、子
の
収
入
金
額
が
1
0
3
万

円
を
超
え
る
こ
と
で
、親
の
扶
養
親
族
か

ら
外
れ
、結
果
と
し
て
子
の
収
入
金
額
の

手
取
り
額
の
増
加
よ
り
、親
の
税
負
担
の

増
加
が
大
き
く
な
る
こ
と
を
是
正
す
る
こ

と
を
趣
旨
と
し
ま
す
。

■
同
一
生
計
配
偶
者
及
び
扶
養
親
族
の
合

　計
所
得
金
額
要
件
の
緩
和

　
同
一
生
計
配
偶
者
及
び
扶
養
親
族
の
合

計
所
得
要
件
が
48
万
円
以
下
か
ら
58
万
円

以
下
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。こ
れ
は
、基
礎

控
除
の
金
額
と
一
致
さ
せ
る
取
扱
い
で
す
。

■
ひ
と
り
親
の
生
計
を
一
に
す
る
子
の
総

　所
得
金
額
要
件
の
緩
和

　
ひ
と
り
親
の
生
計
を
一
に
す
る
子
の
総

所
得
金
額
等
の
合
計
額
の
要
件
が
48
万
円

以
下
か
ら
58
万
円
以
下
に
引
き
上
げ
ら
れ

ま
す
。

■
勤
労
学
生
の
合
計
所
得
金
額
要
件
の
緩
和

　
勤
労
学
生
の
合
計
所
得
金
額
要
件
が
75

万
円
以
下
か
ら
85
万
円
以
下
に
引
き
上
げ

ら
れ
ま
す
。

■
家
内
労
働
者
等
の
事
業
所
得
等
の
所
得

　計
算
の
特
例
の
最
低
保
障
額
の
緩
和

　
家
内
労
働
者
等
の
事
業
所
得
等
の
所
得

計
算
の
特
例
に
つ
い
て
、必
要
経
費
に
算
入

す
る
金
額
の
最
低
保
障
額
が
55
万
円
か
ら

65
万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。い
わ
ゆ
る

内
職
者
に
、給
与
所
得
控
除
と
同
額
の
控

除
を
認
め
る
制
度
で
あ
る
た
め
、給
与
所

得
控
除
と
一
致
さ
せ
る
趣
旨
で
す
。

※
前
記
の
各
改
正
は
、令
和
7
年
分
以
後

の
所
得
税
に
適
用
さ
れ
ま
す
。た
だ
し
、源

泉
徴
収
税
額
へ
の
影
響
は
令
和
8
年
1
月

1
日
以
後
支
払
う
給
与
等
及
び
公
的
年
金

等
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

■
個
人
住
民
税
の
改
正

　
所
得
税
の
改
正
に
合
わ
せ
て
個
人
住
民

税
に
、控
除
額
等
の
見
直
し
が
行
わ
れ
ま
す
。

令
和
8
年
度
分
以
後
の
個
人
住
民
税
に
つ

い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

■
生
命
保
険
料
控
除
の
見
直
し

　
新
生
命
保
険
料
に
係
る
一
般
生
命
保
険

料
控
除
に
つ
い
て
、居
住
者
が
年
齢
23
歳
未

満
の
扶
養
親
族
を
有
す
る
場
合
、令
和
８

年
分
の
一
般
生
命
保
険
料
控
除
の
最
大
控

除
額
を
現
在
の
4
万
円
か
ら
6
万
円
に
引

き
上
げ
ら
れ
ま
す
。た
だ
し
、
一
般
生
命

保
険
料
控
除
、介
護
医
療
保
険
料
控
除
及

び
個
人
年
金
保
険
料
控
除
の
合
計
適
用
限

度
額
は
従
来
通
り
12
万
円
と
な
り
ま
す
。

■
子
育
て
世
帯
向
け
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
の
改
正

　
引
き
下
げ
予
定
で
あ
っ
た
借
入
限
度
額

は
、特
例
対
象
個
人（
夫
婦
ど
ち
ら
か
が
40

歳
未
満
あ
る
い
は
19
歳
未
満
の
子
が
い
る
）

の
場
合
、取
得
し
た
省
エ
ネ
性
能
に
優
れ
た

長
期
優
良
住
宅
に
令
和
７
年
の
間
に
居
住

の
用
に
供
し
た
場
合
で
も
、住
宅
借
入
金
等

の
年
末
残
高
の
限
度
額
5
，0
0
0
万
は
維

持
さ
れ
ま
す
。

■
確
定
拠
出
年
金
制
度
等
の
改
正
に
合
わ
せ

　た
対
応

①
企
業
型
確
定
拠
出
年
金
制
度
の
マ
ッ
チ

ン
グ
拠
出
に
つ
い
て
、企
業
型
年
金
加
入
者

掛
金
の
額
は
事
業
主
掛
金
の
額
を
超
え
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
要
件
が
廃
止
さ

れ
ま
す
。ま
た
、拠
出
限
度
額
は
、確
定
給

付
企
業
年
金
制
度
に
加
入
し
て
い
な
い
者

は
月
額
6・2
万
円
、加
入
し
て
い
る
者
は

月
額
6・2
万
円
か
ら
確
定
給
付
企
業
年

金
ご
と
の
掛
金
相
当
額
を
控
除
し
た
額
、

に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

②
個
人
型
確
定
拠
出
年
金
制
度
は
、60
歳

以
上
70
歳
未
満
で
現
行
の
個
人
型
確
定
拠

出
年
金
に
加
入
で
き
な
い
者
の
う
ち
、個
人

型
確
定
拠
出
年
金
の
加
入
者・運
用
指
図

者
で
あ
っ
た
者
又
は
私
的
年
金
の
資
産
を

個
人
型
確
定
拠
出
年
金
に
移
換
で
き
る
者

で
あ
っ
て
、老
齢
基
礎
年
金
及
び
個
人
型
確

定
拠
出
年
金
の
老
齢
給
付
金
を
受
給
し
て

い
な
い
者
を
新
た
に
制
度
の
対
象
と
す
る

こ
と
と
し
、そ
の
拠
出
限
度
額
は
月
額
6・

2
万
円
と
な
り
ま
す
。拠
出
限
度
額
に
つ
い

て
は
、第
一
号
被
保
険
者
は
月
額
7・5
万

円
、企
業
年
金
加
入
者
は
月
額
6・2
万
円

か
ら
確
定
給
付
企
業
年
金
ご
と
の
掛
金
相

当
額
及
び
企
業
型
確
定
拠
出
年
金
の
掛
金

額
を
控
除
し
た
額
、企
業
年
金
に
未
加
入

の
者
は
月
額
6・2
万
円
と
な
り
ま
す
。

③
国
民
年
金
基
金
の
掛
金
額
の
上
限
は
、

月
額
7・5
万
円
と
な
り
ま
す
。

■
受
益
者
等
が
存
し
な
い
信
託
に
受
益
者
等

　が
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
場
合

　
受
益
者
等
の
存
し
な
い
信
託
で
あ
る
法

人
課
税
信
託
が
、受
益
者
等
が
存
す
る
こ

と
で
法
人
課
税
信
託
に
該
当
し
な
い
こ
と

と
な
っ
た
場
合
、そ
の
法
人
課
税
信
託
が
特

定
法
人
課
税
信
託
で
あ
る
と
き
は
、そ
の
信

託
財
産
に
属
す
る
特
定
株
式
は
、特
定
株

式
を
そ
の
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
時

に
お
け
る
価
額
に
よ
り
取
得
し
た
も
の
と

み
な
し
て
、そ
の
受
益
者
等
の
各
年
分
の
各

種
所
得
の
金
額
を
計
算
す
る
も
の
と
し
、特

定
株
式
の
そ
の
時
の
直
前
の
帳
簿
価
額
に

相
当
す
る
金
額
は
、受
益
者
等
の
そ
の
取

得
し
た
日
の
属
す
る
年
分
の
各
種
所
得
の

金
額
の
計
算
上
、総
収
入
金
額
に
算
入
し

な
い
こ
と
と
な
り
ま
す
。

■
退
職
所
得
の
源
泉
徴
収
票
の
提
出
義
務

　
退
職
手
当
等
の
支
払
を
す
る
者
は
、退

職
手
当
等
の
支
払
を
受
け
る
全
て
の
居
住

者
に
係
る
退
職
所
得
の
源
泉
徴
収
票
を
税

務
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
と
な
り
ま
す
。令
和
８
年
１
月
１
日
以
後

に
提
出
す
べ
き
退
職
所
得
の
源
泉
徴
収
票

に
つ
い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

■
結
婚・子
育
て
資
金
の
一
括
贈
与
制
度
の

　期
限
の
延
長

　
直
系
尊
属
か
ら
結
婚・子
育
て
資
金
の

一
括
贈
与
を
受
け
た
場
合
の
贈
与
税
の
非

課
税
措
置
の
適
用
期
限
が
２
年
延
長
さ
れ
、

令
和
9
年
3
月
31
日
ま
で
と
な
り
ま
す
。

■
事
業
承
継
税
制
の
改
正

事
業
承
継
税
制
で
は
、非
上
場
株
式
等
に

係
る
贈
与
税
の
納
税
猶
予
の
特
例
制
度
に

お
け
る
役
員
就
任
要
件
が
、「
役
員
と
し
て

贈
与
の
日
ま
で
3
年
以
上
継
続
し
て
い
る

こ
と
」か
ら「
贈
与
の
直
前
に
役
員
で
あ
る

こ
と
」に
緩
和
さ
れ
ま
す
。令
和
7
年
1
月

1
日
以
後
の
贈
与
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

　
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
に
規
定
す

る
先
端
設
備
等
導
入
計
画
に
基
づ
き
、中

小
事
業
者
等
が
取
得
す
る
生
産
性
向
上

や
賃
上
げ
に
資
す
る
一
定
の
機
械・装
置

等
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
の
特

例
措
置
は
、次
の
見
直
し
を
行
っ
た
上
、そ

の
適
用
期
限
が
２
年
延
長
さ
れ
ま
す
。

①
対
象
資
産
を
雇
用
者
給
与
等
支
給
額

の
引
上
げ
の
方
針
を
位
置
づ
け
た
同
計
画

に
基
づ
き
取
得
す
る
一
定
の
機
械・装
置

等
に
限
定
し
ま
す
。

②
当
該
機
械・装
置
等
に
係
る
課
税
標
準

は
、次
の
と
お
り
と
し
ま
す
。

■
輸
出
物
品
販
売
場
に
お
け
る
免
税
方
式
の

　見
直
し

①
輸
出
物
品
販
売
場
を
経
営
す
る
事
業

者
が
、免
税
購
入
対
象
者
に
対
し
て
免
税

対
象
物
品
を
譲
渡
し
た
場
合
、購
入
者
が

購
入
し
た
日
か
ら
90
日
以
内
に
出
港
地
の

税
関
長
に
よ
る
確
認
を
受
け
た
と
き
は
、

そ
の
確
認
を
し
た
旨
の
情
報
を
輸
出
物
品

販
売
場
を
経
営
す
る
事
業
者
に
お
い
て
保

存
す
る
こ
と
を
要
件
に
、そ
の
免
税
対
象

物
品
の
譲
渡
に
つ
い
て
、消
費
税
が
免
除

さ
れ
ま
す
。

②
免
税
購
入
対
象
者
は
、購
入
し
た
免
税

対
象
物
品
に
つ
い
て
、出
国
時
に
旅
券
等

を
提
示
し
て
税
関
長
の
確
認
を
受
け
、そ

の
確
認
を
受
け
た
免
税
対
象
物
品
を
国
外

に
持
ち
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と

さ
れ
ま
す
。

③
税
関
長
は
、輸
出
物
品
販
売
場
を
経
営

す
る
事
業
者
に
対
し
、購
入
記
録
情
報
ご

と
に
、国
税
庁
の
免
税
販
売
管
理
シ
ス
テ

ム
を
通
じ
て
税
関
確
認
情
報
を
提
供
す
る

も
の
と
さ
れ
ま
す
。

■
免
税
対
象
物
品
の
範
囲
の
見
直
し

①
消
耗
品
に
つ
い
て
免
税
購
入
対
象
者
の

同
一
店
舗
一
日
当
た
り
の
購
入
上
限
額
及

び
特
殊
包
装
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、一
般

物
品
と
消
耗
品
の
区
分
が
廃
止
さ
れ
ま
す
。

②
免
税
販
売
の
対
象
外
と
さ
れ
て
い
る
通

常
生
活
の
用
に
供
し
な
い
も
の
の
要
件
を

廃
止
し
、金
地
金
等
の
不
正
の
目
的
で
購

入
さ
れ
る
お
そ
れ
が
高
い
物
品
は
、免
税

販
売
の
対
象
外
と
さ
れ
る
物
品
と
し
て
個

別
に
定
め
る
仕
組
み
と
な
り
ま
す
。

■
免
税
販
売
手
続
の
見
直
し

①
船
舶
観
光
上
陸
許
可
等
に
よ
り
上
陸

す
る
者
の
免
税
販
売
手
続
は
、上
陸
許
可

書
及
び
旅
券
の
提
示
を
求
め
、輸
出
物
品

販
売
場
を
経
営
す
る
事
業
者
は
、旅
券
番

号
に
基
づ
き
購
入
記
録
情
報
を
提
供
す
る

も
の
と
し
ま
す
。

②
免
税
購
入
対
象
者
が
輸
出
物
品
販
売
場

で
運
送
契
約
を
締
結
し
、そ
の
場
で
物
品

を
運
送
事
業
者
へ
引
き
渡
す
、い
わ
ゆ
る

「
直
送
」に
よ
る
免
税
販
売
方
式
は
、輸
出

免
税
制
度
に
よ
り
消
費
税
を
免
除
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。輸
出
物
品
販
売
場
で

の
販
売
は
、購
入
者
の
不
正
が
多
く
、輸
出

物
品
販
売
場
の
負
担
が
大
き
く
な
っ
て
い

ま
し
た
。今
回
の
改
正
で
輸
出
物
品
販
売

場
の
負
担
が
相
当
軽
減
さ
れ
る
こ
と
が
見

込
ま
れ
ま
す
。

■
グ
ロ
ー
バ
ル・ミ
ニ
マ
ム
課
税
へ
の
対
応

　
軽
課
税
所
得
ル
ー
ル
へ
の
対
応
及
び
国

内
ミ
ニ
マ
ム
課
税
に
対
応
す
る
た
め
の
法

整
備
を
行
い
ま
す
。国
際
的
な
、税
率
の
引

下
げ
競
争
を
防
止
す
る
趣
旨
の
改
正
で
す
。

■
ガ
ソ
リ
ン
税
の
引
下
げ

　
ガ
ソ
リ
ン
の
暫
定
税
率
は
廃
止
さ
れ
る

見
込
み
で
す
。具
体
的
な
実
施
時
期
等
に

つ
い
て
は
、今
後
協
議
さ
れ
る
見
込
み
で

す
。報
道
等
で
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
た
部
分
で
す
が
、生
活
に
直
結
す
る
減

税
と
な
り
ま
す
。

法
人
税
関
係

相
続
税・贈
与
税
関
係

所
得
税・住
民
税
関
係

資
産
税
関
係

消
費
税
関
係

そ
の
他

東
京
法
人
会
連
合
会

☆
記
事
内
容
に
つ
い
て
の
お
問
合
せ
は…

Ｔ
Ｉ
Ｓ
税
理
士
法
人

税
理
士
　
飯
田 

聡一郎

TEL 

０
３‒

５
３
６
３‒

５
９
５
８

FAX 

０
３‒

５
３
６
３‒

５
４
４
９

HP http://w
w
w
.iida-office.jp/

中
小
企
業
に
対
す
る
軽
減
税
率
は
維
持
！

　
　
　
　
　
　
　
　
　税
と
社
会
保
障
の
問
題
へ
の
対
応
が
始
ま
る
！

令
和
7
年
度 

税
制
改
正
大
綱

－

法
人
会
の
税
制
改
正
提
言

－雇用者
給与等
支給額

1.5％以上
引上げ

3％以上
引上げ

課税
標準額

2分の1

4分の1

軽減期間

3年間

5年間

本人の合計
所得金額

2,350万円以下

2,350万円超
2,400万円以下

2,400万円超
2,450万円以下

2,450万円超
2,500万円以下

基礎控除

58万円

48万円

32万円

16万円

親族等の合計所得金額

58万円超　85万円以下

85万円超　90万円以下

90万円超　95万円以下

  95万円超　100万円以下

100万円超　105万円以下

105万円超　110万円以下

110万円超　115万円以下

115万円超　120万円以下

120万円超　123万円以下

控除額

63万円

61万円

51万円

41万円

31万円

21万円

11万円

6万円

6万円

← 穴 位 置 　
　各15ミリずつアケ→
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リ
ハ
リ
を
つ
け
て
解
説
し
て
頂
き
ま
し
た
。

税
制
改
正
は
内
容
が
多
岐
に
わ
た
り
、
私
た

ち
が
気
に
か
け
る
べ
き
と
こ
ろ
を
見
失
う
こ

と
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
が
、
先
生
の

講
演
で
は
「
こ
れ
は
中
小
企
業
に
は
関
係
あ

り
ま
せ
ん
！
」
な
ど
と
ハ
ッ
キ
リ
教
え
て
く

だ
さ
い
ま
す
。

続
い
て
の
税
務
調
査
対
応
策
で
は
、
調
査

の
連
絡
を
受
け
た
時
か
ら
の
注
意
す
る
べ
き

こ
と
、
心
構
え
、
準
備
す
る
べ
き
こ
と
を
具

体
的
に
ご
提
示
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

新
井
先
生
に
よ
る
当
研
修
会
は
今
回
で
四

回
目
と
な
り
、毎
年
大
好
評
を
得
て
い
ま
す
。

今
回
も
会
場
一
杯
の
会
員
の
皆
さ
ん
に
ご
参

加
い
た
だ
き
ま
し
た
。
人
気
の
わ
け
は
、
新

井
先
生
ご
自
身
が
法
人
代
表
で
い
ら
っ
し
ゃ

る
の
で
経
営
者
の
立
場
を
充
分
に
理
解
し
て

の
ご
講
演
で
あ
る
こ
と
。
そ
し
て
ご
用
意
く

だ
さ
る
資
料
が
質
、
量
と
も
に
分
か
り
や
す

く
、
と
て
も
充
実
し
て
い
る
か
ら
だ
と
思
い

ま
す
。
今
回
も
時
間
が
足
り
な
い
あ
っ
と
い

う
間
の
ご
講
演
で
し
た
。

新
井
先
生
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

一
月
二
七
日
（
月
）
林
友
ビ
ル
六
階
に
お

い
て
税
理
士
法
人
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
代
表　

税

理
士
新
井
庸
義
氏
を
講
師
に
お
迎
え
し
、「
税

制
改
正
実
務
講
座
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

副
題
は
「
税
制
改
正
を
自
社
の
経
営
に
有

利
に
働
か
せ
る
た
め
に
」
と
「
税
務
調
査
に

関
す
る
対
応
策
」

ご
講
演
で
は
、
ま
ず
令
和
七
年
税
制
改
正

の
う
ち
中
小
企
業
に
係
る
要
点
に
つ
い
て
メ

第
一
支
部
・
第
二
支
部
合
同

税
務
研
修
会

内容たっぷり、超高速の新井先生の研修会

品名

1c下版
法人こいしかわ令和7年春号（309号）

製版寸法

ミリ

天地 297
210左右

作成

C7
FLY色

数 1

営元

U80001D
4出校

回数 K



（　6　）（　7　）

◆
文
京
の
暮
ら
し
支
え
る
区
民
税
　
笑
顔
ふ
え
た
よ
あ
り
が
と
う
（
文
京
区
立
金
富
小
学
校
）

二
〇
二
五
年
二
月
十
八
日
（
火
）、
ペ
ニ

ン
シ
ュ
ラ
東
京
「
ヘ
イ
フ
ン
テ
ラ
ス
」
で
女

性
部
会
の
新
年
会
員
親
睦
会
を
開
催
し
ま
し

た
。
柏
原
の
挨
拶
、
清
水
副
部
会
長
の
乾
杯

の
後
、
七
種
類
！
の
お
茶
と
、
た
い
へ
ん
美

味
し
い
広
東
料
理
を
楽
し
み
ま
し
た
。特
に
、

ウ
ー
ロ
ン
茶
の
一
つ
「
東
方
美
人
」
は
美
肌

効
果
・
高
血
圧
改
善
な
ど
の
効
能
が
あ
る
と

説
明
さ
れ
、
皆
さ
ん
何
杯
も
お
か
わ
り
を
さ

れ
て
い
ま
し
た
。

お
部
屋
か
ら
の
眺
望
も
素
晴
ら
し
く
、
華

や
か
で
話
が
弾
み
楽
し
い
会
と
な
り
ま
し

た
。
会
の
最
後
に
次
期
女
性
部
会
長
予
定
の

井
田
智
佐
子
さ
ん
に
締
め
の
ご
挨
拶
を
し
て

頂
き
散
会
と
な
り
ま
し
た
。

さ
て
、
わ
た
く
し
柏
原
が
部
会
長
職
を
半

田
さ
ん
か
ら
引
き
継
い
だ
の
は
、
四
年
前
の

コ
ロ
ナ
禍
の
時
で
し
た
。
ま
ず
目
標
と
し
て

楽
し
い
女
性
部
会
に
す
る
こ
と
と
、
参
加
人

数
も
増
や
す
事
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
緊
急

事
態
宣
言
後
は
、
多
く
の
事
業
が
中
止
に
な

る
な
ど
大
変
で
し
た
が
「
税
に
関
す
る
絵
は

が
き
コ
ン
ク
ー
ル
」
は
続
け
、
又
ほ
か
に
何

が
出
来
る
か
模
索
し
、二
年
間
は
子
供
食
堂
、

風
の
や
す
み
ば
、
お
も
て
な
し
食
堂
に
ク
リ

ス
マ
ス
の
お
菓
子
、
エ
コ
バ
ッ
ク
な
ど
を
お

渡
し
し
ま
し
た
。
活
動
が
通
常
に
戻
る
と
六

本
木
森
美
術
館
や
、
エ
プ
ソ
ン
：
チ
ー
ム
ラ

ボ
で
最
先
端
美
術
に
ふ
れ
た
り
、
小
笠
原
伯

爵
邸
や
麻
布
台
ヒ
ル
ズ
で
の
ラ
ン
チ
を
楽
し

み
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
後
を
含
め
駆
け
足
で
の

活
動
で
し
た
が
、
皆
様
の
お
力
添
え
ご
協
力

に
よ
り
、
四
年
間
無
事
に
終
え
る
こ
と
が
出

来
ま
し
た
。
誠
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

重
ね
て
感
謝
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

柏
原
　
玲
子おなかもいっぱい、お肌もツヤツヤです

自己紹介タイム（ 2名の初参加の方も）

日比谷を一望するお部屋で

女
性
部
会 
新
年
会
員
親
睦
会
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品名

1c下版
法人こいしかわ令和7年春号（309号）

製版寸法

ミリ

天地 297
210左右

作成

C7
FLY色

数 1

営元

U80001D
4出校

回数 K



（　8　）（　9　）

◆
一
億
が
等
し
く
納
め
る
消
費
税
　
等
し
く
負
お
う
　
未
来
へ
の
責
（
筑
波
大
付
属
中
学
校
）

 
 

HP LoGo  
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（　10　）（　11　）

◆
納
税
は
　
一
人
一
人
の
　
責
任
感
（
文
京
区
立
第
一
中
学
校
）

       

        税税理理士士のの無無料料相相談談ののごご案案内内  
          税税務務にに関関すするるここととなならら何何ででももごご相相談談くくだだささいい  

 

「日頃の業務でちょっとわからないところが…」 
「帳簿はつけているのだけど決算のやり方が…」 
 
  日頃の業務のなかで、この問題について聞いてみたい！ちょっと相談してみたい！ と思うことは 
 ありませんか？ 税金は、対応によって思わぬ負担を生じる場合もございます。 
  小石川法人会では、東京税理士会より税理士の先生を派遣していただき、下記のとおり無料相談を 
 開催しております。お気軽にお立ち寄りください。 

                   記 

    相相談談日日：第２金曜日（１月と８月を除く） 

① 午後１時００分～午後２時００分  ※金曜日が祝祭日 

② 午後２時００分～午後３時００分   の場合は休止さ 

③ 午後３時００分～午後４時００分   せて頂きます 

    場場  所所：公益社団法人小石川法人会事務局会議室〔文京区後楽 1-7-12 林友ビル〕 

   申申込込方方法法：ご希望の方は、法人会事務局に前日までにお電話ください。 

    電話：０３－３８１６－４１８４ 
 

 

疑疑問問  

解解決決  

無無料料  

相相談談  
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◆
消
費
税
　
私
も
立
派
な
　
納
税
者
（
文
京
区
立
窪
町
小
学
校
）
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U80001D
4出校
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コラム コラム
　

私
た
ち
の
食
生
活
に
な
じ
み
深
い
ニ
ホ
ン

ウ
ナ
ギ
は
、
天
然
も
の
の
絶
滅
が
危
惧
さ
れ

て
い
て
、
養
殖
も
の
の
価
格
高
騰
も
続
い
て

い
ま
す
。
乱
獲
や
環
境
の
悪
化
な
ど
が
主
な

原
因
で
す
が
、
成
長
の
過
程
で
天
敵
の
捕
食

魚
に
食
べ
ら
れ
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
も
多
い
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
ウ
ナ
ギ
の
稚

魚
は
、
捕
食
魚
に
の
み
込
ま
れ
て
も
驚
く
べ

き
方
法
で
逃
げ
出
す
サ
バ
イ
バ
ル
術
を
身
に

つ
け
て
い
る
こ
と
が
、
最
近
の
長
崎
大
チ
ー

ム
の
研
究
で
判
明
し
ま
し
た
。

■
天
然
稚
魚
の
採
捕
量
、
40
分
の
１
に

　

ニ
ホ
ン
ウ
ナ
ギ
は
、
日
本
の
河
川
や
河
口

域
で
５
年
か
ら
15
年
程
度
育
ち
、
産
卵
期
が

近
づ
く
と
太
平
洋
を
南
下
し
て
、
約
２
０
０

０
キ
ロ
離
れ
た
マ
リ
ア
ナ
海
溝
付
近
で
産
卵

し
ま
す
。
孵
化
（
ふ
か
）
し
た
幼
生
は
北
赤

道
海
流
で
西
へ
向
か
い
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
沖
か

ら
台
湾
沖
へ
北
上
。そ
の
後
は
黒
潮
に
乗
り
、

シ
ラ
ス
ウ
ナ
ギ
と
い
う
稚
魚
と
な
っ
て
日
本

の
河
川
に
戻
っ
て
き
ま
す
。養
殖
ウ
ナ
ギ
は
、

シ
ラ
ス
ウ
ナ
ギ
を
河
口
な
ど
で
採
捕
し
、
養

殖
池
で
肥
育
さ
せ
て
い
ま
す
。

　

日
本
に
お
け
る
シ
ラ
ス
ウ
ナ
ギ
の
年
間
採

捕
量
は
、
昭
和
30
年
代
に
は
２
０
０
ト
ン
を

超
え
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
後
は
日
本
沿
岸

へ
の
来
遊
量
が
減
り
、
近
年
は
５
ト
ン
程
度

に
落
ち
込
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
ス
ー

パ
ー
な
ど
身
近
な
店
舗
で
売
ら
れ
て
い
る
国

ウ
ナ
ギ
稚
魚
、驚
異
の
サ
バ
イ
バ
ル
術

天
敵
に
丸
の
み
さ
れ
て
も
、す
ぐ
脱
出

産
養
殖
ウ
ナ
ギ
は
、
１
匹
分
の
か
ば
焼
き
が

３
０
０
０
円
近
い
こ
と
も
珍
し
く
あ
り
ま
せ

ん
。

　

シ
ラ
ス
ウ
ナ
ギ
の
採
捕
量
の
減
少
は
、
開

発
に
よ
る
河
川
環
境
の
悪
化
や
乱
獲
で
天
然

ウ
ナ
ギ
が
激
減
し
て
い
る
こ
と
が
主
な
原
因

で
す
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
河
川
に
到
達
し

た
天
然
の
稚
魚
が
捕
食
魚
に
襲
わ
れ
て
餌
に

な
っ
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
も
あ
り
、
こ
れ
ら
を

背
景
に
、
マ
リ
ア
ナ
海
溝
で
産
卵
す
る
ウ
ナ

ギ
の
数
が
減
っ
て
い
る
の
だ
そ
う
で
す
。

■
ド
ン
コ
に
食
べ
ら
れ
て
も
す
ぐ
脱
出

　

そ
こ
で
研
究
チ
ー
ム
は
、
体
長
が
最
大
約

25
セ
ン
チ
の
肉
食
性
淡
水
ハ
ゼ
の
仲
間
ド
ン

コ
と
、
シ
ラ
ス
ウ
ナ
ギ
よ
り
大
き
い
体
長
６

～
７
セ
ン
チ
で
体
色
が
黒
く
、
河
川
に
上
り

始
め
る
ク
ロ
コ
と
い
う
段
階
の
ウ
ナ
ギ
稚
魚

を
同
じ
水
槽
に
入
れ
、
ど
う
な
る
か
何
度
も

観
察
し
ま
し
た
。

　

当
初
は
、
ド
ン
コ
が
ウ
ナ
ギ
稚
魚
を
丸
の

み
に
し
て
食
べ
る
様
子
や
、
ウ
ナ
ギ
稚
魚
が

ド
ン
コ
の
攻
撃
を
か
わ
す
瞬
間
な
ど
に
的
を

絞
り
、
高
速
で
撮
影
で
き
る
カ
メ
ラ
で
撮
影

し
分
析
し
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
あ
る
日

の
撮
影
後
、
驚
い
た
こ
と
に
、
ド
ン
コ
に
食

べ
ら
れ
た
は
ず
の
ウ
ナ
ギ
稚
魚
が
、
水
槽
内

を
悠
々
と
泳
い
で
い
る
様
子
が
観
察
さ
れ
ま

し
た
。

　

そ
こ
で
、
長
時
間
に
わ
た
り
撮
影
で
き
る

カ
メ
ラ
を
用
意
し
、
改
め
て
水
槽
を
観
察
。

す
る
と
、
食
べ
ら
れ
た
ウ
ナ
ギ
稚
魚
54
匹
の

過
半
数
の
28
匹
が
、
意
外
に
も
ド
ン
コ
の
え

ら
の
隙
間
か
ら
脱
出
し
て
い
る
こ
と
が
分
か

り
ま
し
た
。脱
出
ま
で
の
時
間
は
最
速
６
秒
、

最
も
時
間
が
か
か
っ
て
も
２
分
10
秒
で
、
全

て
尾
び
れ
の
側
を
先
頭
に
し
て
え
ら
の
隙
間

産
経
新
聞
科
学
部
記
者　

伊
藤
　
壽
一
郎

か
ら
抜
け
出
し
て
き
て
い
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
詳
し
く
調
べ
る
た
め
、
研
究
チ
ー

ム
は
造
影
剤
を
注
入
し
た
ウ
ナ
ギ
稚
魚
を
ド

ン
コ
に
食
べ
さ
せ
、
脱
出
の
様
子
を
Ｘ
線
映

像
撮
影
装
置
で
観
察
し
ま
し
た
。
す
る
と
、

脱
出
に
成
功
し
た
稚
魚
は
、
ド
ン
コ
の
胃
に

到
達
後
、
脱
出
可
能
な
経
路
を
尾
び
れ
で
探

る
な
ど
し
て
、
食
道
を
経
由
し
て
尾
び
れ
を

え
ら
の
外
側
に
出
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
外

側
で
と
ぐ
ろ
を
巻
い
た
よ
う
な
形
に
し
た
尾

を
「
足
が
か
り
」
に
し
て
、
消
化
管
内
に
残

っ
た
頭
側
の
体
を
引
き
抜
き
、
脱
出
し
た
の

で
す
。細
長
く
て
ぬ
る
ぬ
る
と
し
た
形
態
や
、

後
向
き
に
泳
ぐ
こ
と
が
得
意
な
性
質
を
う
ま

く
利
用
し
て
い
る
よ
う
で
し
た
。

　

全
国
各
地
の
河
川
で
現
在
、
資
源
回
復
の

た
め
ウ
ナ
ギ
稚
魚
の
放
流
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
今
回
の
成
果
を
基
に
、
ウ
ナ
ギ
稚
魚
と

捕
食
魚
と
の
関
係
が
さ
ら
に
分
か
っ
て
く
れ

ば
、放
流
に
適
し
た
水
域
の
選
定
に
役
立
ち
、

ウ
ナ
ギ
を
絶
滅
の
危
機
か
ら
救
え
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
ね
。

【
筆
者
紹
介
】
伊
藤
壽
一
郎
（
い
と
う
・
じ

ゅ
い
ち
ろ
う
）
東
京
都
生
ま
れ
。
学
習
院
大

学
卒
業
後
、
産
経
新
聞
社
に
入
社
し
、
文
化

部
、
経
済
部
、
社
会
部
な
ど
を
経
て
２
０
０

２
年
か
ら
科
学
部
。
現
在
は
文
部
科
学
省
の

科
学
技
術
部
門
を
担
当
し
、
原
子
力
か
ら
地

震
、
宇
宙
、
物
理
、
化
学
、
生
物
、
Ｉ
Ｔ
ま

で
、幅
広
い
分
野
を
取
材
対
象
と
し
て
い
る
。

著
書
に『
生
き
も
の
異
変　

温
暖
化
の
足
音
』

（
共
著
、
扶
桑
社
）、『
新
ラ
イ
バ
ル
物
語　

闘
い
が
生
む
現
代
の
伝
説
』（
共
著
、柏
書
房
）

な
ど
が
あ
る
。
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コラム コラム

小
石
川 

間
税
会
が
募
集
し
た
「
税
の
標
語
」
入
選
作
品
の
中
か
ら
掲
載
し
て
い
ま
す

小石川法人会・ホームページ  http://www.koishikawa-houjinkai.or.jp/・Eメール  info@koishikawa-houjinkai.or.jp

◆

５ 月～ ７ 月の主要行事予定 ◆
月 日時 行事名 開催場所

5
　
　
月

７ 日（水）１３：１５ 会計監査 法人会事務局会議室

７日（水）１４：００ 理事会 林友ビル ６階会議室

９日（金）１３：００ ☆税理士の無料相談 法人会事務局会議室

１４日（水）１４：００ ☆決算法人説明会 税務署会議室

２７日（火）１２：３０ 女性部会管外研修会 六本木ヒルズ

２８日（水）１１：３０ 広報委員会 法人会事務局会議室

6
　
　
月

３ 日（火）１３：３０ ☆簿記講習会・開講式 法人会事務局会議室

４日（水）07：4０ 第 3 支部懇親ゴルフ会 カメリアヒルズC.C.

９ 日（月）１３：３０ ☆簿記講習会 法人会事務局会議室

10日（火）14：0０ オンラインセミナー（経理） WEB

１２日（木）１１：００ 関係民間団体連絡協議会 税務署会議室

１３日（金）１３：００ ☆税理士の無料相談 法人会事務局会議室

１７日（火）１６：３０ 正副会長会 東京ドームホテル

１７日（火）１７：００ 第１４回通常総会 東京ドームホテル

１８日（水）１３：３０ ☆簿記講習会 法人会事務局会議室

１９日（木）１３：３０ ☆新設法人説明会 税務署会議室

２０日（金）１４：００ ☆税務・経営研修会 文京区民センター
２Ａ会議室

２３日（月）１４：００ ☆決算法人説明会 税務署会議室

２４日（火）１０：００ 女性部会絵はがき準備会 法人会事務局会議室

２６日（木）１３：３０ ☆簿記講習会 法人会事務局会議室

☆は非会員の方も参加出来ます。

法
人
こ
い
し
か
わ　

第
三
〇
九
号

令
和
七
年
四
月
二
十
五
日
発
行

発

行

所　

公
益
社
団
法
人

	

小
石
川
法
人
会

　
　
　
　

１
１
２
・
０
０
０
４

　
　
　
　

文
京
区
後
楽
一
︱
七
︱
十
二
林
友
ビ
ル

　
　
　
　
　
　

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
３
８
１
６
）
４
１
８
４

　
　
　
　
　
　

Ｆ
Ａ
Ｘ
（
３
８
１
２
）
４
５
５
８

印

刷

所　
　

紅
屋
オ
フ
セ
ッ
ト
株
式
会
社

街
で
新
入
生
・
新
社
会
人
の
皆
様
を
見

か
け
る
と
、
緊
張
の
中
に
も
少
し
ず
つ
新

し
い
環
境
に
馴
染
ん
で
き
て
い
る
よ
う
で

す
。
個
人
的
に
は
少
し
（
だ
い
ぶ
？
）
以

前
の
記
憶
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
気
持
ち
だ

け
は
当
時
の
初
々
し
さ
を
忘
れ
ず
に
い
た

い
も
の
で
す
。

小
石
川
法
人
会
も
昨
年
多
く
の
新
入
会

員
の
皆
様
に
ご
入
会
い
た
だ
き
、
新
年
度

を
迎
え
る
事
が
出
来
ま
し
た
。
租
税
を
通

じ
地
域
に
貢
献
で
き
る
よ
う
、
取
り
組
ん

で
ま
い
り
ま
す
。

�

金
井
　
一

7
　
　
月

２ 日（水）１３：３０ ☆簿記講習会 法人会事務局会議室

７日（月）１３：３０ ☆簿記講習会 法人会事務局会議室

１０日（木）１３：３０ ☆簿記講習会 法人会事務局会議室

１１日（金）１３：００ ☆税理士の無料相談 法人会事務局会議室

１４日（月）１３：３０ ☆簿記講習会・閉講式 法人会事務局会議室

１６日（水）１４：３０ 正副会長会 東京ドームホテル

１６日（水）１５：００ ☆健康講演会 東京ドームホテル

１６日（水）１６：３０ 理事会 東京ドームホテル

１６日（水）１７：００ 合同役員会 東京ドームホテル

２３日（水）１４：００ ☆決算法人説明会 税務署会議室
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（　16　）

二
月
十
九
日
（
水
）
茗
荷
谷
「
ご
馳
走
ダ

イ
ニ
ン
グ
文
蔵
」
に
於
い
て
総
勢
二
十
三
名

で
青
年
部
会
活
動
報
告
会
を
開
催
致
し
ま
し

た
。
新
入
会
員
の
亀
山
さ
ん
、
小
室
（
裕
太

郎
）さ
ん
。
ご
入
会
ご
検
討
中
の
氷
室
さ
ん
、

碓
井
さ
ん
、
沼
澤
さ
ん
、
小
室
（
聡
子
）
さ

ん
を
お
招
き
し
、
Ｏ
Ｂ
の
先
輩
に
も
四
名
お

越
し
頂
き
、
青
年
部
会
が
現
在
ど
の
様
な
活

動
を
お
こ
な
っ
て
い
る
か
資
料
を
も
と
に
ご

説
明
い
た
し
ま
し
た
。

中
で
も
、
社
会
貢
献
活
動
及
び
租
税
教
育

活
動
と
し
て
二
〇
一
六
年
よ
り
本
郷
法
人
会

青
年
部
会
と
の
共
催
で
行
っ
て
い
る
「
わ
く

わ
く
ス
ポ
ー
ツ
ま
つ
り
」
は
、
い
ち
企
業
で

は
行
え
な
い
規
模
で
あ
り
、
青
年
部
会
だ
か

ら
こ
そ
可
能
な
有
意
義
な
事
業
で
あ
る
と
お

伝
え
し
ま
し
た
。

ま
た
、
月
に
二
回
の
ト
ラ
イ
ア
ス
ロ
ン
部

の
ラ
ン
ニ
ン
グ
練
習
や
、
リ
レ
ー
マ
ラ
ソ
ン

大
会
へ
の
参
加
等
「
健
康
経
営
」
を
意
識
し

つ
つ
、
会
員
間
の
交
流
を
深
め
る
目
的
で
行

わ
れ
て
い
る
イ
ベ
ン
ト
も
多
数
ご
ざ
い
ま

す
。会

員
資
格
が
改
選
期
起
算
で
五
十
五
歳
未

満
へ
と
引
き
上
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、

対
象
と
な
る
皆
様
に
は
是
非
と
も
青
年
部
会

へ
の
ご
入
会
を
ご
検
討
い
た
だ
け
ま
す
と
幸

い
で
す
。

鈴
井
　
有
美OB丸山さんの音頭で盛り上がりの中締め

活
動
報
告
会

令
和
六
年
度
の
確
定
申
告
が
始
ま
っ
た
こ

と
を
受
け
、
二
月
十
九
日
（
水
）
東
京
ド
ー

ム
ミ
ー
ツ
ポ
ー
ト
前
に
お
い
て
街
頭
広
報
活

動
を
行
い
ま
し
た
。
当
日
は
天
気
予
報
に
反

し
て
暖
か
く
、
道
行
く
人
も
我
々
の
活
動
に

快
く
応
じ
て
く
だ
さ
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま
し

た
。活

動
に
は
、
小
石
川
税
務
署
よ
り
佐
々
木

署
長
、
折
目
法
人
課
税
第
一
部
門
統
括
官
、

佐
藤
法
人
課
税
第
一
部
門
上
席
審
理
官
、
伊

藤
総
務
課
長
補
佐
、
そ
し
て
イ
ー
タ
君
に
ご

参
加
い
た
だ
き
、
広
報
委
員
か
ら
は
、
㈲
高

野 

髙
野
委
員
長
、
不
二
紙
業
㈱ 

丸
山
副
委

員
長
、
セ
ン
ト
ラ
ル
印
刷
㈱ 

関
野
副
委
員

長
、
國
際
㈱ 

為
政
委
員
、
㈱
叢
文
社 

佐
藤

委
員
が
参
加
、
ま
た
清
水
会
長
も
加
わ
っ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
事
務
局
三
人
と
、
合
わ

せ
て
総
勢
十
四
人
（
イ
ー
タ
君
を
含
む
）
で

明
る
く
楽
し
く
広
報
い
た
し
ま
し
た
。

「
確
定
申
告
が
始
ま
り
ま
し
た
！
」「
申
告

は
お
早
め
に
！
」「
お
う
ち
で
ス
マ
ホ
で
確

定
申
告
！
」
な
ど
と
書
か
れ
た
プ
ラ
カ
ー
ド

を
持
ち
、
大
き
な
声
で
人
々
に
呼
び
掛
け
ま

し
た
。

ま
た
、
広
報
チ
ラ
シ
と
ボ
ー
ル
ペ
ン
、
税

に
関
す
る
絵
は
が
き
コ
ン
ク
ー
ル
優
秀
作
品

が
印
刷
さ
れ
た
ポ
ケ
ッ
ト
テ
ィ
ッ
シ
ュ
の
セ

ッ
ト
を
配
布
い
た
し
ま
し
た
。

広
報
活
動
の
一
角
に
は
、
ダ
ミ
ー
の
一
万

円
札
一
万
枚
、約
十
キ
ロ
を
持
っ
て
み
る「
一

億
円
を
持
っ
て
み
よ
う
！
」
コ
ー
ナ
ー
を
設

置
。こ
ち
ら
は
若
い
世
代
に
大
好
評
で
し
た
。

こ
の
活
動
で
は
、「
も
う
済
ま
せ
ま
し
た

よ
」「
あ
あ
、
確
定
申
告
の
時
期
で
す
ね
」

な
ど
の
お
声
を
い
つ
も
い
た
だ
き
、
意
義
を

感
じ
ま
す
。

ご
参
加
の
皆
さ
ま
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

確
定
申
告
広
報
活
動

今日も楽しく元気に広報活動いたしました

地域と税の架け橋

令和 ７年令和 ７年　春号　春号
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